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労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに係る 

機械処理事務手引等の新規作成及び一部改訂について 

 

 

標記システムに係る機械処理事務手引等については、平成 23年 3月 31日付

け基発 0331第 3号「労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システムに

係る機械処理事務手引について」により通知したところであるが、今般、特別

加入、第三者行為災害、義肢等補装具費に係るシステム稼働及び現行労災行政情

報管理システムの改修に伴い、下記の機械事務処理手引等について新規作成及

び一部改訂を行ったので、当該機械処理に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

１ 新規作成 

（１） 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム 

     労災保険業務機械処理事務手引  特別加入業務編 

（２） 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム 

     労災保険業務機械処理事務手引  義肢等補装具費支給業務編 

 

２ 一部改訂 

（１） 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム 

     労災保険業務機械処理事務手引  短期給付業務編 
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（４） 労働基準行政情報システム・労災行政情報管理システム 

     労災保険業務機械処理事務手引  年金・一時金業務編 

（５） メリット制事務処理手引 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

1 

 

改正後 改正前 

（目次 Ⅴ ） 

Ⅰ～Ⅲ１～８（略） 

9 各種リスト内容 

 （１）～（14） （略） 

(15) 不支給処理リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 261 

(16) 未処理事案リスト（診療費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・264 

(17) ５号未登録レセプトチェックリスト（生年、傷病チェック）・・・・・・・  268 

(18) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、生年チェック）・・・・・・・  272 

(19) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、傷病チェック）・・・・・・・  276 

 

 

V 療養（補償）給付たる療養の費用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 280 

1 療養の費用請求書（検査に要した費用等請求書（非指定医療機関用））を含む・・・・281 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 281 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283 

(4) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 292 

(5) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296 

(6) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 310 

(7) 療養の費用請求書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・ 313 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317 

(9) 療養の費用請求書メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・ 318 

2 療養の費用決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 320 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 321 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 322 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 329 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 330 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333 

(8) 療養の費用決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・ 338 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 340 

(10) 治ゆ・再発メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・ 341 

3 療養の費用通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 342 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 342 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 343 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345 

（目次 Ⅴ ） 

Ⅰ～Ⅲ１～８（略） 

9 各種リスト内容 

 （１）～（14） （略） 

   新設 

新設 

新設 

新設 

新設 

 

 

V 療養（補償）給付たる療養の費用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261 

1 療養の費用請求書（検査に要した費用等請求書（非指定医療機関用））を含む ・・・・・262 

(1) 機械処理の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 263 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 264 

(4) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 273 

(5) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277 

(6) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 291 

(7) 療養の費用請求書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・ 294 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 298 

(9) 療養の費用請求書メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・ 299 

2 療養の費用決議書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 301 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 302 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 310 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 311 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 314 

(8) 療養の費用決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・ 319 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 321 

(10) 治ゆ・再発メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 322 

3 療養の費用通知書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 323 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 326 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

2 

 

改正後 改正前 

(4) 療養の費用通知書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・346 

4 療養の費用支給審査関係資料出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・347 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・347 

(2) 療養の費用審査関係リスト出力要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・348 

(3) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349 

(4) 入力要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349 

(5) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・349 

(6) 療養の費用審査関係リスト出力要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・350 

(7) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351 

(8) 療養の費用審査関係リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351 

5 療養の費用追・回決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・355 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・357 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・362 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・362 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・363 

(8) 療養の費用追・回決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・365 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・365 

6 療養の費用変更決定の内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・369 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・370 

(4) 療養の費用変更決定の内訳の機械処理における主な留意点・・・・・・・・370 

7 再処理要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 371 

(1) 再処理要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371 

(2) 再処理要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・373 

8 療養の費用業務資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・374 

(1) 業務処理日報（費用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 374 

(2) 療養の費用エラー保留解除可能リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・377 

(3) 療養の費用エラー保留リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379 

(4) 未処理事案リスト（費用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 382 

(5) 療養の費用受付状況件数表（月次）（署宛）療養の費用受付状況 

件数表（年次）（署宛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・385 

VI 休業（補償）給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・387 

1 休業請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・388 

(4) 療養の費用通知書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・327 

4 療養の費用支給審査関係資料出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 328 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・328 

(2) 療養の費用審査関係リスト出力要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・329 

(3) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330 

(4) 入力要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330 

(5) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330 

(6) 療養の費用審査関係リスト出力要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・331 

(7) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332 

(8) 療養の費用審査関係リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332 

5 療養の費用追・回決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・335 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・335 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・335 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・336 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・338 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・343 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・343 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344 

(8) 療養の費用追・回決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・346 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・346 

6 療養の費用変更決定の内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・347 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・347 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351 

(4) 療養の費用変更決定の内訳の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・351 

7 再処理要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・352 

(1) 再処理要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・352 

(2) 再処理要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354 

8 療養の費用業務資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・355 

(1) 業務処理日報（費用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 355 

(2) 療養の費用エラー保留解除可能リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・358 

(3) 療養の費用エラー保留リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360 

(4) 未処理事案リスト（費用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 363 

(5) 療養の費用受付状況件数表（月次）（署宛）、療養の費用受付状況 

件数表（年次）（署宛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366 

VI 休業（補償）給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・368 

1 休業請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・369 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

3 

 

改正後 改正前 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・388 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・389 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・390 

(4) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・392 

(5) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・394 

(6) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398 

(7) 休業請求書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・402 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・407 

(9) 休業請求書メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・408 

2 休業決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・409 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・409 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・422 

(8) 休業決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・427 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429 

(10) 治ゆ・再発メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・430 

3 休業通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・435 

(4) 休業通知書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・435 

4 休業ス・厚年票出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・436 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・436 

(2) 休業スライド関係帳票・厚年等報告帳票出力要求画面・・・・・・・・・・437 

(3) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・438 

(4) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・438 

(5) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・439 

(6) 休業スライド関係帳票・厚年等報告帳票出力要求完了画面・・・・・・・・439 

(7) 休業ス・厚要求票の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・440 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441 

5 休業スライド票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 442 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・369 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・370 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371 

(4) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・373 

(5) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・375 

(6) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379 

(7) 休業請求書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・383 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・388 

(9) 休業請求書メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・389 

2 休業決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・390 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・390 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・391 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・392 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・393 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・401 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・403 

(8) 休業決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・408 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410 

(10) 治ゆ・再発メッセージリストの印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411 

3 休業通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・413 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・416 

(4) 休業通知書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・416 

4 休業ス・厚年票出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・417 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・417 

(2) 休業スライド関係帳票・厚年等報告帳票出力要求画面・・・・・・・・・・・・418 

(3) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419 

(4) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419 

(5) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420 

(6) 休業スライド関係帳票・厚年等報告帳票出力要求完了画面・・・・・・・・・・420 

(7) 休業ス・厚要求票の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・421 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・422 

5 休業スライド票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

4 

 

改正後 改正前 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・443 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・444 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・447 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450 

(8) 規模・産分コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・453 

(9) 休業スライド票の入力例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・454 

(10) 休業スライド票の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・458 

(11) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459 

6 休業厚年票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・461 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・462 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・464 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・465 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466 

(8) 休業厚年票の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・468 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・469 

7 休業追・回決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・471 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・472 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・477 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・477 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・478 

(8) 休業追・回決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・479 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480 

8 休業変更決定の内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・484 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・485 

(4) 休業変更決定の内訳の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・485 

9 再処理要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486 

(1) 再処理要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486 

(2) 再処理要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・487 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・424 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・425 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・428 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431 

(8) 規模・産分コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・434 

(9) 休業スライド票の入力例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・435 

(10) 休業スライド票の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・439 

(11) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・440 

6 休業厚年票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・441 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・443 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・445 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・446 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・447 

(8) 休業厚年票の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・・・・449 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450 

7 休業追・回決議書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・451 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・451 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・451 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・452 

(4) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・453 

(5) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458 

(6) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・458 

(7) 形式チェック・業務チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・459 

(8) 休業追・回決議書の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・・460 

(9) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・461 

8 休業変更決定の内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・462 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・462 

(2) 出力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・465 

(3) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・466 

(4) 休業変更決定の内訳の機械処理における主な留意点・・・・・・・・・・・・466 

9 再処理要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 467 

(1) 再処理要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・467 

(2) 再処理要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・468 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

5 

 

改正後 改正前 

10 休業業務資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・489 

(1) 業務処理日報（休業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 489 

(2) 休業エラー保留解除可能リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・492 

(3) 休業エラー保留リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・494 

(4) 未処理事案リスト（休業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 497 

(5) 受付状況累積件数リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500 

(6) 休業長期受給者リスト（署あて）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 502 

(7) 休業給付と雇用保険の重複受給者チェックリスト・・・・・・・・・・・・504 

(8) 休業受付状況（給付保留台帳）リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・506 

VII 給付別修正票（署用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 509 

1 給付別修正票 （署用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・510 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・510 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・517 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・518 

(4) 療養の費用請求データの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・519 

(5) 休業請求データの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・534 

(6) 出力帳票・リストと事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・547 

VIII 指定病院・指名機関関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 549 

1 労災指定病院等登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550 

(2) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・551 

(3) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・553 

(4) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・556 

(5) 形式チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・561 

(6) 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・563 

(7) 出力帳票・リストと事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・564 

2 一括振込先機関登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 574 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・574 

(2) 一括振込先機関登録（変更）報告書の取扱いに係る留意事項・・・・・・・575 

(3) 一括振込先機関登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・576 

(4) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・577 

(5) 一括振込先機関確認チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・578 

3 指定薬局・指名機関登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・581 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・582 

(4) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・584 

10 休業業務資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470 

(1) 業務処理日報（休業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 470 

(2) 休業エラー保留解除可能リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・473 

(3) 休業エラー保留リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・475 

(4) 未処理事案リスト（休業）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 478 

(5) 受付状況累積件数リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・481 

(6) 休業長期受給者リスト（署あて）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 483 

(7) 休業給付と雇用保険の重複受給者チェックリスト・・・・・・・・・・・・・485 

(8) 休業受付状況（給付保留台帳）リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・487 

VII 給付別修正票（署用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490 

1 給付別修正票（署用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  491 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・491 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・499 

(4) 療養の費用請求データの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500 

(5) 休業請求データの修正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・515 

(6) 出力帳票・リストと事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・528 

VIII 指定病院・指名機関関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 530 

1 労災指定病院等登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・531 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・531 

(2) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・532 

(3) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・534 

(4) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・537 

(5) 形式チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・542 

(6) 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・544 

(7) 出力帳票・リストと事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・545 

2 一括振込先機関登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・555 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・555 

(2) 一括振込先機関登録（変更）報告書の取扱いに係る留意事項・・・・・・・・556 

(3) 一括振込先機関登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・557 

(4) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・558 

(5) 一括振込先機関確認チェックリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・559 

3 指定薬局・指名機関登録（変更）報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・561 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・561 

(2) 関連する事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・562 

(3) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・563 

(4) 入力項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・565 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

6 

 

改正後 改正前 

(5) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・586 

(6) 形式チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・589 

(7) 指定薬局・指名機関登録（変更）報告書の機械処理における主な留意点・・592 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・593 

(9) 指定薬局・指名機関登録（変更）出力票 指定薬局・指名機関登録（変更） 

通知書指定薬局・指名機関登録（変更）出力票（日次） 指定薬局・指名機 

関登録（変更）通知書（日次）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 594 

(10) 指定・指名登録報告書キャンセルリスト・・・・・・・・・・・・・・・・599 

(11) 指定・指名機関台帳振込金融機関廃止等リスト(局あて)(月次)・・・・・・601 

(12) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(診療費)(局あて)・・・・603 

IX 適正給付管理関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・606 

1 適正給付管理対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・607 

2 適正給付管理名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・608 

(1) 新規対象者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・608 

(2) 1 年経過者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・608 

(3) 中止者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・608 

3 適正給付管理カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・609 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・609 

(2) 適正給付管理対象者検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・610 

(3) 適正給付管理対象者詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・612 

(4) 適正給付管理カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614 

4 適正給付管理名簿要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・617 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・617 

(2) 適正給付管理名簿出力要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・618 

(3) 適正給付管理名簿出力要求画面の療養期間の記入例・・・・・・・・・・・620 

(4) 適正給付管理名簿出力要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・621 

5 適正給付管理名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・622 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・622 

(2) 主な出力項目の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・623 

(3) 印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・624 

X 情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  632 

1 基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・633 

(1) 検索の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・633 

(2) 検索の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・633 

(3) キャンセル表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・634 

(4) 入出力画面一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・635 

(5) 検索体系図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・638 

(5) 記入要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・567 

(6) 形式チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・570 

(7) 指定薬局・指名機関登録（変更）報告書の機械処理における主な留意点・・・573 

(8) 出力帳票・リスト等と事務処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・574 

(9) 指定薬局・指名機関登録（変更）出力票 指定薬局・指名機関登録（変更） 

通知書 指定薬局・指名機関登録（変更）出力票（日次） 指定薬局・指名機 

関登録（変更）通知書（日次）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 575 

(10) 指定・指名登録報告書キャンセルリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・580 

(11) 指定・指名機関台帳振込金融機関廃止等リスト(局あて)(月次)・・・・・・・582 

(12) 指定・指名機関台帳振込み金融機関廃止等リスト(診療費)(局あて)・・・・・584 

IX 適正給付管理関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 587 

1 適正給付管理対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・588 

2 適正給付管理名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・589 

(1) 新規対象者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・589 

(2) 1 年経過者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・589 

(3) 中止者一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・589 

3 適正給付管理カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・590 

(2) 適正給付管理対象者検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・591 

(3) 適正給付管理対象者詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・593 

(4) 適正給付管理カード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・595 

4 適正給付管理名簿要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598 

(1) 機械処理の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598 

(2) 適正給付管理名簿出力要求画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・599 

(3) 適正給付管理名簿出力要求画面の療養期間の記入例・・・・・・・・・・・・601 

(4) 適正給付管理名簿出力要求完了画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・602 

5 適正給付管理名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・603 

(1) 様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・603 

(2) 主な出力項目の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・604 

(3) 印書例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・605 

X 情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・613 

1 基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 614 

(1) 検索の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614 

(2) 検索の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614 

(3) キャンセル表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・615 

(4) 入出力画面一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・616 

(5) 検索体系図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・619 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

7 

 

改正後 改正前 

2 診療費・薬剤費請求書別支払情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・643 

(1) 診療費・薬剤費請求書別支払情報検索画面・・・・・・・・・・・・・・・643 

(2) 診療費請求書別情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・645 

(3) 薬剤費請求書別情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648 

3 療養給付詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・651 

(1) 療養給付詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・651 

(2) 療養給付詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・653 

4 診療費・薬剤費給付概要検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・655 

(1) 診療費・薬剤費給付概要検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・655 

(2) 診療費受付給付一覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・658 

(3) 薬剤費受付給付一覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・661 

5 診療費・薬剤費給付詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・664 

(1) 診療費・薬剤費給付詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・664 

(2) 診療費詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・666 

(3) 薬剤費詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・671 

6 療養の費用概要検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・675 

(1) 療養の費用概要検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・675 

(2) 療養の費用概要画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・678 

7 療養の費用詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・681 

(1) 療養の費用詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・681 

(2) 療養の費用（請求・追回）詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・683 

8 休業概要検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・693 

(1) 休業概要検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・693 

(2) 休業概要画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・695 

9 休業詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698 

(1) 休業詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698 

(2) 休業（請求・追回）詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・701 

10 休業スライド・厚年等検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・712 

(1) 休業スライド・厚年等検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・712 

(2) 休業スライド・厚年等画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・714 

11 被災者別給付統合情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・717 

(1) 被災者別給付統合情報検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・717 

(2) 被災者別給付統合情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720 

12 指定医療機関等検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・726 

(1) 指定医療機関検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・726 

(2) 指定医療機関詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・728 

(3) 指定医療・指定・指名宛名紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・732 

2 診療費・薬剤費請求書別支払情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・624 

(1) 診療費・薬剤費請求書別支払情報検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・624 

(2) 診療費請求書別情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・626 

(3) 薬剤費請求書別情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・629 

3 療養給付詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・632 

(1) 療養給付詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・632 

(2) 療養給付詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・634 

4 診療費・薬剤費給付概要検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・636 

(1) 診療費・薬剤費給付概要検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・636 

(2) 診療費受付給付一覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・639 

(3) 薬剤費受付給付一覧画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642 

5 診療費・薬剤費給付詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・645 

(1) 診療費・薬剤費給付詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・645 

(2) 診療費詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・647 

(3) 薬剤費詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・652 

6 療養の費用概要検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・656 

(1) 療養の費用概要検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・656 

(2) 療養の費用概要画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・659 

7 療養の費用詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・662 

(1) 療養の費用詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・662 

(2) 療養の費用（請求・追回）詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・664 

8 休業概要検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・674 

(1) 休業概要検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・674 

(2) 休業概要画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・676 

9 休業詳細検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 679 

(1) 休業詳細検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・679 

(2) 休業（請求・追回）詳細画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・682 

10 休業スライド・厚年等検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 693 

(1) 休業スライド・厚年等検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・693 

(2) 休業スライド・厚年等画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・695 

11 被災者別給付統合情報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698 

(1) 被災者別給付統合情報検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・698 

(2) 被災者別給付統合情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・701 

12 指定医療機関等検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・707 

(1) 指定医療機関検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・707 

(2) 指定医療機関詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・709 

(3) 指定医療・指定・指名宛名紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・713 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

8 

 

改正後 改正前 

13 指定指名機関等検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・734 

(1) 指定・指名機関検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・734 

(2) 指定・指名機関詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・736 

(3) 指定・指名宛名紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・738 

14 指定医番号 CD計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・740 

(1) 指定医番号 CD計算画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・740 

15 指定指名番号 CD計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 742 

(1) 指定・指名番号 CD 計算画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・742 

XI メッセージ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・745 

XII 付録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・790 

1 労働災害適用開始年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・791 

2 給付基礎日額の最低保障額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・792 

3 年齢階層別最低・最高限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・793 

4 特別加入者の平均賃金（家内労働者以外） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 797 

5 休業機械計算処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・798 

6 業種コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・801 

7 産業分類コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・817 

8 傷病部位コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・819 

9 傷病性質コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・821 

10 通勤災害における傷病性質コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・826 

11 通勤方法コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・827 

12 事故の相手方コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・828 

13 本省通知様式印書イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 指定指名機関等検索 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・715 

(1) 指定・指名機関検索画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 715 

(2) 指定・指名機関詳細情報画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 717 

(3) 指定・指名宛名紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 719 

14 指定医番号 CD計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・721 

(1) 指定医番号 CD計算画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・721 

15 指定指名番号 CD計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・723 

(1) 指定・指名番号 CD 計算画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 723 

XI メッセージ一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  726 

XII 付録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 771 

1 労働災害適用開始年月日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 772 

2 給付基礎日額の最低保障額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 773 

3 年齢階層別最低・最高限度額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 774 

4 特別加入者の平均賃金（家内労働者以外）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  778 

5 休業機械計算処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 779 

6 業種コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 782 

7 産業分類コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 798 

8 傷病部位コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800 

9 傷病性質コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 802 

10 通勤災害における傷病性質コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 807 

11 通勤方法コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 808 

12 事故の相手方コード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 809 

13 本省通知様式印書イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

9 

 

改正後 改正前 

（22） 

  ～         

－ TJKKIB05 （略）       

 TGSSFB01 不支給処理リスト 不支給処理リス

ト 

労働局 支払期 コ マ ン

ド配信 

○ 261 

 TGSSGB01 （略）       

 TGSSGB03 （略）       

 TJKKMB06 未処理事案リスト（診

療費） 

未処理事案リス

ト（診療費） 

労働局 月次 コ マ ン

ド配信 

○ 264 

 

 

（23） 

  

～ 

        

 TJKKMB24 （略）       

 TJKKRB01 

TJKKRB02 

TJKKRB03 

５号未登録レセプト

チェックリスト 

５号未登録レセ

プトチェックリ

スト 

労働局 支払期 コマンド

配信 

○ 268 

－ TGSKTB01 （略）       

  

～ 

        

 

 

 

（120） 

被災者別未処理事案リスト（局宛）、被災者別未処理事案リスト（署宛） 

 （略） 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、月次で２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

ただし、月の第４開庁日に、短期系給付（診療費（療養の給付請求書を含む）・二次健康診断等費用・アフ

ターケア委託費（健康管理手帳を含む）・アフターケア通院費・休業・療養の費用・介護）のいずれか 1給付

でもデータ締切日が設定されている場合、月の第２開庁日の被災者別未処理事案リストの出力と併せて、短期

系全給付の未処理事案リストを配信する。 

 

 

 

 

（22） 

 

 

～ 

 

       

－ TJKKIB05 （略）       

 TGSSFB01 不支給処理リスト 不支給処理リス

ト 

本省 支払期 コマンド

配信 

○ 本 省 編

Ⅳ章 

 TGSSGB01 （略）       

 TGSSGB03 （略）       

 TJKKMB06 未処理事案リスト

（診療費） 

未処理事案リス

ト（診療費） 

本省 月次 コマンド

配信 

○ 本省編 

Ⅳ章 

 

 

（23） 

  

～ 

        

 TJKKMB24 （略）       

 TJKKRB01 

TJKKRB02 

TJKKRB03 

TJKKRB04 

５号未登録レセ

プトチェックリ

スト 

５号未登録レセ

プトチェックリ

スト 

本省 支払期 コマンド

配信 

○ 本省編 

Ⅳ章 

－ TGSKTB01 （略）       

－  
～ 

        

 

 

（120） 

被災者別未処理事案リスト（局宛）、被災者別未処理事案リスト（署宛） 

 （略） 

ニ 出力時期 

対象データがある場合は、月次で第２開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

  （新設） 
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改正後 改正前 

（239） 

イ 事務処理 

当リストにより被災者情報の全体処理区分の修正に伴う、レセプトの処理区分の変更を確認するとともに以

下に留意の上、回収及び支払処理に係る事務処理を行うこと。 

 

(ｲ) 支給から不支給（全体処理区分「01」を「11」又は「12」に変更）の場合 

a  支払前レセプトは、全体処理区分に従い不支給となるので、支払期処理後に配信する「不支給処理リス

ト」を確認すること。 

b  支払後レセプトは、全体処理区分に従い不支給となるとともに、前処理区分「01」のレセプトについて

は、回収データとして債権月次処理により管轄局へ債権確認内訳書を配信する。 

なお、前処理区分「14」のレセプトについては、後処理区分「11」又は「12」への変更となる。 

 

 

（261）  

（15） 不支給処理リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ4 横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

今支払期内において不支給となったレセプト（回収となったレセプトは除く。）を診療費と薬剤費に分け、

今回入力分と以前入力分別に指定医療機関番号/指定指名機関番号順にレセプト入力局に出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定医療機関番号／ 

指定指名機関番号 
指定医療機関、指定指名機関の番号を出力する。 

データ受付番号 不支給レセプトのデータ受付番号を出力する。 

入力年月日 レセプト入力年月日を出力する。 

入非コード 診療費レセプトの入力帳票より、入院・非入院を出力する。 

新継再別 診療費レセプトのみ出力する。 

処理区分 

不支給決定年月日 

処理区分「11」、「12」は 5号（16号の 3）の不支給年月日を、処理区分「13」、

「14」はレセプトの不支給決定年月日を出力する。 

被災者氏名 

管轄局署 
該当する被災者情報の内容を出力する。 

療養期間 療養期間初日と療養期間末日を出力する。 

実診療日数 レセプトの実診療日数を出力する。 

（239） 

イ 事務処理 

当リストにより被災者情報の全体処理区分の修正に伴う、レセプトの処理区分の変更を確認するとともに以

下に留意の上、回収及び支払処理に係る事務処理を行うこと。 

 

(ｲ) 支給から不支給（全体処理区分「01」を「11」又は「12」に変更）の場合 

a 支払前レセプトは、全体処理区分に従い不支給となるので、支払期処理後に送付する「不支給処理リス

ト」を確認すること。 

b 支払後レセプトは、全体処理区分に従い不支給となるとともに、前処理区分「01」のレセプトについて

は、回収データとして債権月次処理により管轄局へ債権確認内訳書を配信する。 

なお、前処理区分「14」のレセプトについては、後処理区分「11」又は「12」への変更となる。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

請求額 医療機関からの請求金額を出力する。 

 

 

（262）  

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

不支給となったレセプトは、「支払状況一覧表」及び「未処理事案一覧表（診療費）」には出力されないので、

当リストにより確認すること。 

また、指定病院及び指定薬局からの照会には、情報検索と併せて当リストを活用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（264） 

（16） 未処理事案リスト（診療費） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ4 横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

月次処理時にエラー・局保留・給付保留（署保留）となっている未処理データを診療費と薬剤費に分け、指

定医療機関番号／指定指名機関番号順にレセプト入力局に出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定医療機関番号／ 

指定指名機関番号 

指定医療機関、指定指名機関の番号を出力する。 

労働保険番号／ 

年金証書番号／ 

被災者、労働者が属する事業場の労働保険番号、被災者の年金証書番号を

出力する。 

生年月日 被災者の生年月日を出力する。 

傷病年月日 被災者の傷病年月日を出力する。 

氏名(カナ) 被災者の氏名カナ、労働者の氏名(カナ)を出力する。 

データ受付番号 レセプトのデータ受付番号を出力する。 

請求書受付年月日／請

求書入力年月日 

請求書の受付年月日、入力年月日を出力する。 

未処理状態 状態に応じて以下を出力 

「エラー保留」、「局保留」、「給付保留」 

未処理原因 原因に応じて以下を出力 

「ET_01002」「ET_01005」「ET_01006」「ET_01007」「ET_01008」「ET_01010」

「ET_01011」「ET_01012」「ET_01013」「ET_01014」「ET_01017」 

療養期間 療養期間初日と療養期間末日を出力する。 

未処理原因詳細 

(参考情報※) 

未処理原因として「ET_01002」又は「ET_01013」が出力された場合、さら

に原因に応じて「５号未入力」又は「５号未決議」を出力する。 

※レセプト情報は基本的に氏名カナが未登録であるため、労働保険番号/

生年月日/傷病年月日の 3 項目が一致する被災者の５号登録状態を参照

し、「５号未入力」又は「５号未決議」かを判断する。そのため、まれ

に氏名の異なる別被災者の状態を出力してしまう可能性がある点に留

意すること。 

入非コード レセプトの入院非入院の別を出力する。 

1 ··············· 入院 

（新設） 
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改正後 改正前 

3 ··············· 非入院 

管轄局署 被災者の管轄局署を出力する。 

 

（265） 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、データ締切日の２開庁日前のオンライン処理終了後に配信する。 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（268）  

（17） ５号未登録レセプトチェックリスト（生年、傷病チェック） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ4 横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

エラー保留となっているレセプトと被災者情報の給付キー３項目の内、２項目（生年月日、傷病年月日）を

突合し、一致した被災者の５号入力情報をレセプト入力局に出力する。なお、突合対象の項目の見出し上部に

は「***」を出力する。 

電算処理受付番号を所持している場合は、上２段（以降「上段」）に「レセプト情報」、中２段（以降「中段」）

に「電算処理受付番号」、下２段（以降「下段」）に「５号情報」の６行構成となる。ただし、「レセプト情報」

または「５号情報」に候補が複数存在する場合は、上段または下段が繰り返し出力されるため、６行を超えて

出力されることがある。 

電算処理受付番号を所持していない場合は、上段「レセプト情報」と下段「５号情報」の４行構成となる。

ただし、「レセプト情報」または「５号情報」に候補が複数存在する場合は、上段または下段が繰り返し出力

されるため、４行を超えて出力されることがある。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定医療機関番号／ 

指定指名機関番号 
指定医療機関、指定指名機関の番号を出力する。 

データ受付番号 

上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。 

中段に電算処理受付番号を出力する（電算処理受付番号を所持している場

合）。 

下段に５号のデータ受付番号を出力する。 

電算処理受付番号 

上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。 

中段に電算処理受付番号を出力する（電算処理受付番号を所持している場

合）。 

下段に５号のデータ受付番号を出力する。 

入力年月日 

上段にレセプトの入力年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労災保険業務機械処理事務手引（短期給付業務編）平成 25年 11月５日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

18 

 

改正後 改正前 

（269） 

新継再別 

上段にレセプトの新継再別を出力する（和名にて出力する）。 

1・・・初診 

3・・・転医始診 

5・・・継続 

7・・・再発 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

労働保険番号 

上段にレセプトの労働保険番号を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の労働保険番号を出力する。 

生年月日 

上段にレセプトの生年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の生年月日を出力する。 

傷病年月日 

上段にレセプトの傷病年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の傷病年月日を出力する。 

被災者氏名カナ 

上段にレセプトの被災者氏名カナを出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の被災者氏名カナを出力する。 

被災者氏名漢字 
システム登録されている場合、「被災者氏名カナ」の下の行に被災者氏名

漢字を出力する。 

５号入力年月日 

上段には何も出力しない。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の入力年月日を出力する。 

管轄局署 

上段には何も出力しない。 

中段には何も出力しない。 

下段に被災者の管轄局署を出力する。 

エラーマーク 「レセプト情報」に「*」を出力する。 

入力形式 

上段にレセプトの入力形式を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（270） 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

エラーの原因が５号の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより確認

し、５号未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する監督署において５号の登録を行うこと。レセプト

の給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（272） 

(18) ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、生年チェック） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ4 横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

エラー保留となっているレセプトと被災者情報の給付キー３項目の内、２項目（労働保険番号、生年月日）

を突合し、一致した被災者の５号入力情報をレセプト入力局に出力する。なお、突合対象の項目の見出し上部

には「***」を出力する。 

電算処理受付番号を所持している場合は、上２段（以降「上段」）に「レセプト情報」、中２段（以降「中段」）

に「電算処理受付番号」、下２段（以降「下段」）に「５号情報」の６行構成となる。ただし、「レセプト情報」

または「５号情報」に候補が複数存在する場合は、上段または下段が繰り返し出力されるため、６行を超えて

出力されることがある。 

電算処理受付番号を所持していない場合は、上段「レセプト情報」と下段「５号情報」の４行構成となる。

ただし、「レセプト情報」または「５号情報」に候補が複数存在する場合は、上段または下段が繰り返し出力

されるため、４行を超えて出力されることがある。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定医療機関番号／ 

指定指名機関番号 
指定医療機関、指定指名機関の番号を出力する。 

データ受付番号 

上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。 

中段に電算処理受付番号を出力する（電算処理受付番号を所持している場

合）。 

下段に５号のデータ受付番号を出力する。 

電算処理受付番号 

上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。 

中段に電算処理受付番号を出力する（電算処理受付番号を所持している場

合）。 

下段に５号のデータ受付番号を出力する。 

入力年月日 

上段にレセプトの入力年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（273） 

新継再別 

上段にレセプトの新継再別を出力する（和名にて出力する）。 

1・・・初診 

3・・・転医始診 

5・・・継続 

7・・・再発 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

労働保険番号 

上段にレセプトの労働保険番号を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の労働保険番号を出力する。 

生年月日 

上段にレセプトの生年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の生年月日を出力する。 

傷病年月日 

上段にレセプトの傷病年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の傷病年月日を出力する。 

被災者氏名カナ 

上段にレセプトの被災者氏名カナを出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の被災者氏名カナを出力する。 

被災者氏名漢字 
システム登録されている場合、「被災者氏名カナ」の下の行に被災者氏名

漢字を出力する。 

５号入力年月日 

上段には何も出力しない。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の入力年月日を出力する。 

管轄局署 

上段には何も出力しない。 

中段には何も出力しない。 

下段に被災者の管轄局署を出力する。 

エラーマーク 「レセプト情報」に「*」を出力する。 

入力形式 

上段にレセプトの入力形式を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（274） 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

エラーの原因が５号の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより確認

し、５号未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する監督署において５号の登録を行うこと。レセプト

の給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（276）  

（19） ５号未登録レセプトチェックリスト（労保、傷病チェック） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ4 横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

エラー保留となっているレセプトと被災者情報の給付キー３項目の内、２項目（労働保険番号、傷病年月

日）を突合し、一致した被災者の５号入力情報をレセプト入力局に出力する。なお、突合対象の項目の見出

し上部には「***」を出力する。 

電算処理受付番号を所持している場合は、上２段（以降「上段」）に「レセプト情報」、中２段（以降「中

段」）に「電算処理受付番号」、下２段（以降「下段」）に「５号情報」の６行構成となる。ただし、「レセプ

ト情報」または「５号情報」に候補が複数存在する場合は、上段または下段が繰り返し出力されるため、６

行を超えて出力されることがある。 

電算処理受付番号を所持していない場合は、上段「レセプト情報」と下段「５号情報」の４行構成となる。

ただし、「レセプト情報」または「５号情報」に候補が複数存在する場合は、上段または下段が繰り返し出

力されるため、４行を超えて出力されることがある。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

指定医療機関番号／ 

指定指名機関番号 
指定医療機関、指定指名機関の番号を出力する。 

データ受付番号 

上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。 

中段に電算処理受付番号を出力する（電算処理受付番号を所持している場

合）。 

下段に５号のデータ受付番号を出力する。 

電算処理受付番号 

上段にレセプトのデータ受付番号を出力する。 

中段に電算処理受付番号を出力する（電算処理受付番号を所持している場

合）。 

下段に５号のデータ受付番号を出力する。 

入力年月日 

上段にレセプトの入力年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（277） 

新継再別 

上段にレセプトの新継再別を出力する。（和名にて出力する）。 

1・・・初診 

3・・・転医始診 

5・・・継続 

7・・・再発 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

労働保険番号 

上段にレセプトの労働保険番号を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の労働保険番号を出力する。 

生年月日 

上段にレセプトの生年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の生年月日を出力する。 

傷病年月日 

上段にレセプトの傷病年月日を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の傷病年月日を出力する。 

被災者氏名カナ 

上段にレセプトの被災者氏名カナを出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の被災者氏名カナを出力する。 

被災者氏名漢字 
システム登録されている場合、「被災者氏名カナ」の下の行に被災者氏名

漢字を出力する。 

５号入力年月日 

上段には何も出力しない。 

中段には何も出力しない。 

下段に５号の入力年月日を出力する。 

管轄局署 

上段には何も出力しない。 

中段には何も出力しない。 

下段に被災者の管轄局署を出力する。 

エラーマーク 「レセプト情報」に「*」を出力する。 

入力形式 

上段にレセプトの入力形式を出力する。 

中段には何も出力しない。 

下段には何も出力しない。 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（278） 

ニ 出力時期  

対象データが有る場合は、支払日（データ締切日の３開庁日後）のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

エラーの原因が５号の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより確認

し、５号未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する監督署において５号の登録を行うこと。レセプト

の給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（13） 

（2）リスト 

帳

票 

種

別 

帳票 ID 帳票名 略称 
出力 

場所 
時期 

出力方

式 

CSV 

保存 

手引 

記載 

ペー

ジ 

－  ～   
 

   
 

 

－ TJKKMB11 （略）       

－ 

TJKKRB05 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（労保、生年、受診チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（労

保、生年、受診チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

122 

－ 

TJKKRB06 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（氏名、労保、生年チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（氏

名、労保、生年チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

125 

－ 

TJKKRB07 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（氏名、労保、受診チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（氏

名、労保、受診チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

128 

－ 

TJKKRB08 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（氏名、生年、受診チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（氏

名、生年、受診チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

131 

－ TJKKKB10 （略）       

 

 

 

（13） 

（２）リスト 

帳票 

種別 
帳票 ID 帳票名 略称 

出力 

場所 
時期 

出力方

式 

CSV 

保存 

手引 

記載 

ペー

ジ 

－  ～  
 

   
 

 

－ TJKKMB11 （略）       

－ 

TJKKRB05 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（労保、生年、受診チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（労

保、生年、受診チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

122 

－ 

TJKKRB06 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（氏名、労保、生年チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（氏

名、労保、生年チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

122 

－ 

TJKKRB07 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（氏名、労保、受診チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（氏

名、労保、受診チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

122 

－ 

TJKKRB08 

二次健康診断等給付請求書

未登録レセプトチェックリ

スト（氏名、生年、受診チ

ェック） 

二次健康診断等

給付請求書未登

録レセプトチェ

ックリスト（氏

名、生年、受診チ

ェック） 

労働局 
支払

期 

コマン

ド配信 

○ 

122 

－ TJKKKB10 （略）       
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改正後 改正前 

（122）  

（3）二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（労保、生年、受診チェック） 

 

 

 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ リストの内容 

今支払期において、給付請求書未入力となっているレセプトについては、既に決議後入力された給付請求書

の給付キーと突合し、労働保険番号、生年月日、二次健診受診年月日及び労働者の氏名（カナ）のうち３項目

が同一のものを抽出する。 

本帳票は「労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日」が同一となるレセプトの情報及び給付請求書の

情報を印書する。 

 

なお、基本情報の給付キーが同一である給付請求書が複数存在する場合は、該当給付キーを全件印書する。 

 

(ｲ) 労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日・受診者氏名カナ欄 

同一の３項目の見出し上段に「＊＊＊」を印書する。 

 

＜印書例＞ 「労働保険番号と生年月日及び二次健診受診年月日」が同一の場合 

＊＊＊    ＊＊＊   ＊＊＊ 

労働保険番号 生年月日  二次健診受診年月日 受診者氏名カナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（122） 

（3）二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（労保、生年、受診チェック）    

   二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（氏名、労保、生年チェック）    

   二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（氏名、労保、受診チェック）    

   二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（氏名、生年、受診チェック） 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ リストの内容 

今支払期において、給付請求書未入力となっているレセプトについては、既に決議後入力された給付請求書

の給付キーと突合し、労働保険番号、生年月日、二次健診受診年月日及び労働者の氏名（カナ）のうち３項目

が同一のものを抽出する。 

そして、「労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日」が同一、「労働保険番号・生年月日・氏名カナ」

が同一、「労働保険番号・二次健診受診年月日・氏名カナ」が同一及び「二次健診受診年月日・生年月日・氏

名カナ」が同一の４つのリストに分けて、レセプトの情報及び給付請求書の情報を印書する。 

なお、基本情報の給付キーが同一である給付請求書が複数存在する場合は、該当給付キーを全件印書する。 

 

(ｲ) 労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日・氏名カナ欄 

同一の３項目の見出し上段に「＊＊＊」を印書する。 

 

＜印書例＞ 「労働保険番号と生年月日及び二次健診受診年月日」が同一の場合 

＊＊＊    ＊＊＊    ＊＊＊ 

労働保険番号 生年月日  二次健診受診年月日 氏名カナ 
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改正後 改正前 

（123） 

(ﾛ) 出力項目 

出力項目名 出  力  内  容 

局 該当レセプトを入力した労働局の都道府県コードと局名を印書する。 

指定医療機関番

号／指定指名機

関番号 

指定医療機関番号を印書する。 

データ受付番号 
上段にレセプトのデータ受付番号を印書する 

下段に給付請求書のデータ受付番号を印書する。 

入力年月日 
上段にレセプトの入力年月日を印書する。 

下段に空白を印書する。 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診年

月日 

氏名カナ 

上段にレセプトの給付キーを印書する。 

下段に給付請求書の給付キーを印書する。 

給付請求書入力

年月日 

受診者氏名漢字 

管轄局 

上段に空白を印書する。 

下段に給付請求書の入力年月日、二次健診受診者の漢字氏名、二次健診

受診者の管轄局を出力する。 

エラーマーク 「ET_05001」（給付請求書未入力）を印書する。 

 

ハ 出力時期 

対象データがある場合は、月次で支払期のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ニ 事務処理 

エラーの原因が給付請求書の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより

確認し、給付請求書未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する労働局において給付請求書の登録を行

うこと。レセプトの給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（123） 

(ﾛ)出力項目 

出力項目名 出  力  内  容 

局 該当レセプトを入力した労働局の都道府県コードと局名を印書する。 

データ受付番号 
上段にレセプトのデータ受付番号を印書する 

下段に給付請求書のデータ受付番号を印書する。 

入力年月日 
上段にレセプトの入力年月日を印書する。 

下段に空白を印書する。 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診年

月日 

氏名カナ 

上段にレセプトの給付キーを印書する。 

下段に給付請求書の給付キーを印書する。 

給付請求書入力

年月日 

受診者氏名漢字 

管轄局 

上段に空白を印書する。 

下段に給付請求書の入力年月日、二次健診受診者の漢字氏名、二次健診

受診者の管轄局を出力する。 

エラーマーク 「ET_05001」（給付請求書未入力）を印書する。 

 
 
 
 
 

 

ハ 出力時期 

対象データがある場合は、月次で支払期のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ニ 事務処理 

エラーの原因が給付請求書の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより

確認し、給付請求書未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する労働局において給付請求書の登録を行

うこと。レセプトの給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 
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改正後 改正前 

（125）  

（4）二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（氏名、労保、生年チェック） 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ リストの内容 

今支払期において、給付請求書未入力となっているレセプトについては、既に決議後入力された給付請求書

の給付キーと突合し、労働保険番号、生年月日、二次健診受診年月日及び労働者の氏名（カナ）のうち３項目

が同一のものを抽出する。 

本帳票は「受診者氏名カナ・労働保険番号・生年月日」が同一となるレセプトの情報及び給付請求書の情報

を印書する。 

なお、基本情報の給付キーが同一である給付請求書が複数存在する場合は、該当給付キーを全件印書する。 

 

(ｲ）労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日・受診者氏名カナ欄 

同一の３項目の見出し上段に「＊＊＊」を印書する。 

 

＜印書例＞ 「受診者氏名カナと労働保険番号及び生年月日」が同一の場合 

＊＊＊    ＊＊＊             ＊＊＊ 

労働保険番号 生年月日  二次健診受診年月日 受診者氏名カナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（126） 

(ﾛ) 出力項目 

出力項目名 出  力  内  容 

局 該当レセプトを入力した労働局の都道府県コードと局名を印書する。 

指定医療機関番

号／指定指名機

関番号 

指定医療機関番号を印書する。 

データ受付番号 
上段にレセプトのデータ受付番号を印書する 

下段に給付請求書のデータ受付番号を印書する。 

入力年月日 
上段にレセプトの入力年月日を印書する。 

下段に空白を印書する。 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診年

月日 

氏名カナ 

上段にレセプトの給付キーを印書する。 

下段に給付請求書の給付キーを印書する。 

給付請求書入力

年月日 

受診者氏名漢字 

管轄局 

上段に空白を印書する。 

下段に給付請求書の入力年月日、二次健診受診者の漢字氏名、二次健診

受診者の管轄局を出力する。 

エラーマーク 「ET_05001」（給付請求書未入力）を印書する。 

 

ハ 出力時期 

対象データがある場合は、月次で支払期のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ニ 事務処理 

エラーの原因が給付請求書の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより

確認し、給付請求書未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する労働局において給付請求書の登録を行

うこと。レセプトの給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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二次健康診断等給付訪求書朱登録 レセプ トチ ェ ックリスト
作成年月日 平成"年 9月 8日

"周{香)11 ) ・同

喜重量殺~:4! データ受付制
入力毎月白 労，.，来険番号 S往年月日 二年次周，回.. 参受診 受受診診者者氏氏名名カ漢字ナ 拾入力付荷年求月書日 管帽周 エラー7 ーク

'"伺" ""回目的申制抽倒39810 1127. 9. 8 3710100021明K拍 56l. l. 1 "25.11.22 ミト'0'イ予 自酬1

'"即時 ""回目抑制 研I珂3拘 11 1C7. 9 8 J7IOlO伺"明X同 56!. l. 1 "25.11.28 iト'0'イT 一1'"朋" ."却"仰4駅'"同拍812 H:!7. 9 8 371010伺 2190(同 踊 l. l. 1 H25.12. 5 ミト'0'イf 町周 1

'"朋" ."叩"明咽 '"同39813 fC7. 9. 8 '"凸w冊目明X同 捕 l. l. 1 "25.12.11 iト'0'イ予 一l""回目駒田 研X同"MI 371010伺"慣X同 56!. l. 1 H25.11.11 未tトh重量Pイf一 "27. 9. J 37 
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改正後 改正前 

（128） 

（5）二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（氏名、労保、受診チェック） 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ リストの内容 

今支払期において、給付請求書未入力となっているレセプトについては、既に決議後入力された給付請求書

の給付キーと突合し、労働保険番号、生年月日、二次健診受診年月日及び労働者の氏名（カナ）のうち３項目

が同一のものを抽出する。 

本帳票は「受診者氏名カナ・労働保険番号・二次健診受診年月日」が同一となるレセプトの情報及び給付請

求書の情報を印書する。 

なお、基本情報の給付キーが同一である給付請求書が複数存在する場合は、該当給付キーを全件印書する。 

 

(ｲ) 労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日・受診者氏名カナ欄 

同一の３項目の見出し上段に「＊＊＊」を印書する。 

 

＜印書例＞ 「受診者氏名カナと労働保険番号及び二次健診受診年月日」が同一の場合 

＊＊＊          ＊＊＊       ＊＊＊ 

労働保険番号 生年月日  二次健診受診年月日 受診者氏名カナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（129） 

(ﾛ)出力項目 

出力項目名 出  力  内  容 

局 該当レセプトを入力した労働局の都道府県コードと局名を印書する。 

指定医療機関番

号／指定指名機

関番号 

指定医療機関番号を印書する。 

データ受付番号 
上段にレセプトのデータ受付番号を印書する 

下段に給付請求書のデータ受付番号を印書する。 

入力年月日 
上段にレセプトの入力年月日を印書する。 

下段に空白を印書する。 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診年

月日 

氏名カナ 

上段にレセプトの給付キーを印書する。 

下段に給付請求書の給付キーを印書する。 

給付請求書入力

年月日 

受診者氏名漢字 

管轄局 

上段に空白を印書する。 

下段に給付請求書の入力年月日、二次健診受診者の漢字氏名、二次健診

受診者の管轄局を出力する。 

エラーマーク 「ET_05001」（給付請求書未入力）を印書する。 

 

ハ 出力時期 

対象データがある場合は、月次で支払期のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ニ 事務処理 

エラーの原因が給付請求書の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストにより

確認し、給付請求書未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する労働局において給付請求書の登録を行

うこと。レセプトの給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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二次健康診断等給付詩求書未登録レセプトチェックリスト
作成年月日 平成u年 9月 8日

37周{番)11 ) 刷 出 回
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改正後 改正前 

（131） 

（6） 二次健康診断等給付請求書未登録レセプトチェックリスト（氏名、生年、受診チェック） 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ リストの内容 

今支払期において、給付請求書未入力となっているレセプトについては、既に決議後入力された給付請求書

の給付キーと突合し、労働保険番号、生年月日、二次健診受診年月日及び労働者の氏名（カナ）のうち３項目

が同一のものを抽出する。 

本帳票は「受診者氏名カナ・生年月日・二次健診受診年月日」が同一となるレセプトの情報及び給付請求書

の情報を印書する。 

なお、基本情報の給付キーが同一である給付請求書が複数存在する場合は、該当給付キーを全件印書する。 

 

(ｲ) 労働保険番号・生年月日・二次健診受診年月日・受診者氏名カナ欄 

同一の３項目の見出し上段に「＊＊＊」を印書する。 

 

＜印書例＞ 「受診者氏名カナと生年月日及び二次健診受診年月日」が同一の場合 

＊＊＊   ＊＊＊       ＊＊＊ 

労働保険番号 生年月日  二次健診受診年月日 受診者氏名カナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

（132）  

(ﾛ) 出力項目 

出力項目名 出  力  内  容 

局 
該当レセプトを入力した労働局の都道府県コードと局名を印書す

る。 

指定医療機関番

号／指定指名機

関番号 

指定医療機関番号を印書する。 

データ受付番号 
上段にレセプトのデータ受付番号を印書する 

下段に給付請求書のデータ受付番号を印書する。 

入力年月日 
上段にレセプトの入力年月日を印書する。 

下段に空白を印書する。 

労働保険番号 

生年月日 

二次健診受診年

月日 

氏名カナ 

上段にレセプトの給付キーを印書する。 

下段に給付請求書の給付キーを印書する。 

給付請求書入力

年月日 

受診者氏名漢字 

管轄局 

上段に空白を印書する。 

下段に給付請求書の入力年月日、二次健診受診者の漢字氏名、二次

健診受診者の管轄局を出力する。 

エラーマーク 「ET_05001」（給付請求書未入力）を印書する。 

 

ハ 出力時期 

対象データがある場合は、月次で支払期のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ニ 事務処理 

エラーの原因が給付請求書の未登録によるものか、レセプトの給付キー誤りによるものかを当リストに

より確認し、給付請求書未登録の場合は、速やかに原因を調査し、管轄する労働局において給付請求書の

登録を行うこと。レセプトの給付キー誤りの場合は、修正帳票により給付キーの修正をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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二次健康診断等給付請求書未登録 レセプトチ ェ ックリスト
作成年月目 平成27年 9月 8目

37周{香111 ) 

車定定星名療機棚関香番号号/ データ受付香号 入力年月日 労働保憤番号
生年月日 二年次月健日診受診 受受診診者者氏氏名名漢カ字ナ 給スカ付師年月"'.日p 管.月号 エラーマーク

3716015 08120日ω倒的0039770 H27. 9. 8 371010伺 39的 伺 56!. l. 1 HZ5.11.11 ミトワ吋イ， 'U日"

m倒 15 08120日開明倒0039711 H27， 9. 8 371010003910的問l. l. 1 HZ5.II. II ミトワ吋 " E'L05QOl 

371601& 08120日帥悌伺0039772 H27， 9. 8 371010倒 3840伺 56!. l. 1 HZ5.11.1l if~.クイ， E'L05001 

m倒 13 伺 12甲15仰倒的0039773 H27. 9. 8 371010003760伺 56!. l. I HZ5.11.11 iトヮ.;~t E'L05旬。は

0612015伸Q3伺0038343 371010仰 21拘 伺 Stil. l. 1 HZ5. 11. II 
未、トヴ登'ク録" 

H27. 9. 3 37 

2 -'-$> 
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1 

改正後 改正前 

Ⅰ－6－（1） 

６入出力帳票一覧 

(1) 入力帳票一覧 

帳票 

種別 
帳票 ID 帳  票  名 略   称 

手引記載 

ページ 

36500 KSKAAO01 債権確認書 債権確認書 Ⅳ章 

39582 KSKABO01 債務者登録票 債務者登録票 Ⅳ章 

36520 － 回収額（相殺）登記票 回収額登記票 Ⅳ章 

34520 
－ 労働保険番号台帳登

録（変更）帳票 
労保台帳登録票 Ⅵ章 

36600 
KSKAEO01 第三者行為災害債権

確認書 
三者債権確認書 Ⅳ章 

 

 

 

６入出力帳票一覧 

(1) 入力帳票一覧 

帳票 

種別 
帳票 ID 帳  票  名 略   称 

手引記載 

ページ 

36500 KSKAAO01 債権確認書 債権確認書 Ⅳ章 

39582 KSKABO01 債務者登録票 債務者登録票 Ⅳ章 

36520 － 回収額（相殺）登記票 回収額登記票 Ⅳ章 

34520 
－ 労働保険番号台帳登

録（変更）帳票 
労保台帳登録票 Ⅵ章 
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2 

改正後 改正前 

Ⅰ-6-（2） 

出力帳票一覧 

帳票 

種別 
帳票ＩＤ 帳票名 略称 出力場所 出力方式 

CSV 

保存 

手引 

記載 

ページ 

－ 
KSHFYB13 義肢等補装具費支払先

振込不能予定一覧 

補装具費支払先振

込不能予定一覧 
労働局 自動配信  Ⅲ章 

－ 
KSHYTB13 義肢等補装具費支払予

定一覧 

補装具費支払予定

一覧 
労働局 

コマンド

配信 
○ Ⅲ章 

607 KSHTTB46 義肢等補装具費支払振

込通知書 

補装具費支払振込

通知書 
労働局 自動配信  Ⅲ章 

－ KSHTTB48 義肢等補装具費支払振

込通知書（受任者） 

義肢等補装具費支

払振込通知書（受任

者） 

労働局 自動配信  Ⅲ章 

－ KSHGGB28 補装具費月計表 補装具費月計表 労働局 コマンド

配信 

 
Ⅲ章 

－ KSHGNB43 補装具費年計表 補装具費年計表 労働局 コマンド

配信 

 
Ⅲ章 

－ 
KSKABB04 第三者行為災害債権確

認書入力リスト 

三者債権確認書入

力リスト 

労働局 コマンド

配信 
○ Ⅳ章 

－ KJIKYB11 金融機関台帳更新結果

確認リスト（義肢費用請

求給付台帳） 

義肢費用請求給付

台帳金融機関確認

リスト 

労働局 コマンド

配信 

 

Ⅶ章 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-2-（8） 

（イ）本省又は労働局の歳入徴収官が管理する 

    原則として、債権確認年度は本省管理、債権確認の翌年度以降は労働

局管理となる。本省管理の歳入金債権は、債権確認翌年度の６月１日を

もって、債務者の所在地を管轄する労働局に引き継ぐ。 

    ただし、不正受給等に伴う損害賠償金債権は、債権確認年度から労働

局管理となる。 

 

 

 

（イ）本省又は労働局の歳入徴収官が管理する 

    原則として、債権確認年度は本省管理、債権確認の翌年度以降は労

働局管理となる。本省管理の歳入金債権は、債権確認翌年度の６月１

日に労働局に引き継ぐ。 

    ただし、不正受給等に伴う損害賠償金債権は、債権確認年度から労

働局管理となる。 
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改正後 改正前 

Ⅲ-1-（2） 

イ 支払処理形態 

療養の費用・休業・介護・一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭

料）・アフターケア通院費・義肢等補装具費等、個人向けの請求に対する支

払処理は本省で行う。支払手続きについては振込払い又は送金払いの場合

に限りシステムでＡＤＡＭＳに登録を行う。 

 

 

イ 支払処理形態 

療養の費用・休業・介護・一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭

料）・アフターケア通院費等、個人向けの請求に対する支払処理は本省で

行う。支払手続きについては振込払い又は送金払いの場合に限りシステム

でＡＤＡＭＳに登録を行う。 
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改正後 改正前 

Ⅲ-1-（2） 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局において請求書類のＯ

ＣＲ入力を行い、データ締切日にシステムにて支払計算処理を行う。 

 

 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局（アフターケア通院費

の場合のみ）において請求書類のＯＣＲ入力を行い、データ締切日にシス

テムにて支払計算処理を行う。 
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改正後 改正前 
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 (ﾍ)義肢等補装具業者への支払 

請求人への振込払いと同様に、データ締切日に支払計算処理を行い、

データ締切日翌日以降に支払データをＡＤＡＭＳに登録する。支払金額

を印書した「支払振込通知書」を送付する。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅲ-1-（2） 

ハ データ締切後の事務処理 

(ｲ) リストの出力 

なお、監督署及び労働局に対しては「支払予定一覧」が配信されるの

で、請求人及び受任者への振込払い又は送金払い以外の場合は別途定め

る支払方法に応じた支払手続きを行う。 

 

 

ハ データ締切後の事務処理 

(ｲ) リストの出力 

なお、監督署及び労働局（アフターケア通院費の場合のみ）に対して

は「支払予定一覧」が配信されるので、請求人及び受任者への振込払い

又は送金払い以外の場合は別途定める支払方法に応じた支払手続きを

行う。 

 

 

  



労災保険業務機械処理事務手引（共通編・局署用）平成 25 年 11 月 5 日改正 新旧対照表 

別添 

（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ） 

8 

改正後 改正前 

Ⅲ-1-（2） 

 (ﾛ) 通知書の送付 

請求人への振込払いの場合、「支払振込通知書」は本省業務課から請求

人へ送付する。 

請求人への当地払いと外国送金の場合、監督署及び労働局に「支払振

込通知書」が自動配信されるので、送付先の住所及び宛名を記入し（柔

道整復師等は除く）、支払先へ送付する。なお、外国送金の場合は労働局

から送付する。 

 

 

(ﾛ) 通知書の送付 

請求人への振込払いの場合、「支払振込通知書」は本省業務課から請

求人へ送付する。 

請求人への当地払いと外国送金の場合、監督署及び労働局（アフター

ケア通院費の場合のみ）に「支払振込通知書」が自動配信されるので、

送付先の住所及び宛名を記入し（柔道整復師等は除く）、支払先へ送付

する。なお、外国送金の場合は労働局から送付する。 

 

 

  



労災保険業務機械処理事務手引（共通編・局署用）平成 25 年 11 月 5 日改正 新旧対照表 

別添 

（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ） 

9 

改正後 改正前 

Ⅲ-1-（3） 

(3)支払後の事務処理 

イ 追給・回収事案の処理 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費、義肢等補装

具費 

 

 

(3)支払後の事務処理 

イ 追給・回収事案の処理 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費 
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改正後 改正前 

Ⅲ-1-（7） 

(7) 振込先預貯金口座明細表の作成 

療養の費用、休業、介護、一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭料）

及びアフターケア通院費、義肢等補装具費等の個人向けの請求に対する支払

処理は本省で行うが、以下については本省でのＡＤＡＭＳを通じた支払手続

きができないため、管轄の労働局・監督署において支払を行う必要がある。 

 

 

(7) 振込先預貯金口座明細表の作成 

療養の費用、休業、介護、一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭料）

及びアフターケア通院費等の個人向けの請求に対する支払処理は本省で行

うが、以下については本省でのＡＤＡＭＳを通じた支払手続きができないた

め、管轄の労働局・監督署において支払を行う必要がある。 
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改正後 改正前 

Ⅲ-1-（7） 

イ 支払予定一覧の CSVデータ出力 

データ締切処理後に各労働局又は監督署へ配信される支払予定一覧を帳

票検索画面より検索し、CSV形式のデータを Fat Client にダウンロード後、

労災保険業務課が別途提供するツールを使用して振込預貯金口座明細表を

作成する。 

 

 

イ 支払予定一覧の CSVデータ出力 

データ締切処理後に各労働局（アフターケア通院費のみ）又は監督署へ

配信される支払予定一覧を帳票検索画面より検索し、CSV形式のデータを

Fat Client にダウンロード後、労災保険業務課が別途提供するツールを

使用して振込預貯金口座明細表を作成する。 
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改正後 改正前 

Ⅲ-3-（1） 

３ 支払処理（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金・義肢

等補装具費） 

 

３ 支払処理（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金） 
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(1) 支払先振込不能予定一覧表 

（療養の費用支払先振込不能予定一覧表、休業支払先振込不能予定一覧

表、介護支払先振込不能予定一覧表、傷病一時金支払先振込不能予定一

覧表、障害一時金支払先振込不能予定一覧表、遺族一時金支払先振込不

能予定一覧表、特別遺族一時金支払先振込不能予定一覧表、葬祭料支払

先振込不能予定一覧表、アフターケア通院費支払先振込不能予定一覧

表、義肢等補装具費支払先振込不能予定一覧表） 

 

 

(1) 支払先振込不能予定一覧表 

（療養の費用支払先振込不能予定一覧表、休業支払先振込不能予定一

覧表、介護支払先振込不能予定一覧表、傷病一時金支払先振込不能予

定一覧表、障害一時金支払先振込不能予定一覧表、遺族一時金支払先

振込不能予定一覧表、特別遺族一時金支払先振込不能予定一覧表、葬

祭料支払先振込不能予定一覧表、アフターケア通院費支払先振込不能

予定一覧表） 
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改正後 改正前 

ハ 出力項目の説明  

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを印書する。 

療養の費用 ……… 「療養の費用支払先振込不能予定一覧表」 

休業 ……………… 「休業支払先振込不能予定一覧表」 

介護 ……………… 「介護支払先振込不能予定一覧表」 

傷病一時金 ……… 「傷病一時金支払先振込不能予定一覧表」 

障害一時金 ……… 「障害一時金支払先振込不能予定一覧表」 

遺族一時金 ……… 「遺族一時金支払先振込不能予定一覧表」 

特別遺族一時金 … 「特別遺族一時金支払先振込不能予定一覧表」 

葬祭料 …………… 「葬祭料支払先振込不能予定一覧表」 

アフターケア通院費 「アフターケア通院費支払先振込不能予定一覧表」 

補装具費 ………… 「義肢等補装具費支払先振込不能予定一覧表」 

（略）  

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを

印書する。 

療養の費用 ……… 「療養の費用支払先振込不能予定一覧

表」 

休業 ……………… 「休業支払先振込不能予定一覧表」 

介護 ……………… 「介護支払先振込不能予定一覧表」 

傷病一時金 …… 「傷病一時金支払先振込不能予定一覧表」 

障害一時金 …… 「障害一時金支払先振込不能予定一覧表」 

遺族一時金 …… 「遺族一時金支払先振込不能予定一覧表」 

特別遺族一時金-「特別遺族一時金支払先振込不能予定一覧表」 

葬祭料 …………… 「葬祭料支払先振込不能予定一覧表」 

アフターケア通院費 「アフターケア通院費支払先振込不能

予定一覧表」 

 

（略）  



労災保険業務機械処理事務手引（共通編・局署用）平成 25 年 11 月 5 日改正 新旧対照表 

別添 

（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ） 

15 

 

  

労働保険番

号等 

被災者生年

月日 

傷病年月日 

該当の被災労働者に関する給付キーを印書する。 

ただし、「労働保険番号等」は給付により印書内容を変える。 

療養の費用（短期給付キー）の場合 ………… 「労働保険番号」 

療養の費用（長期給付キー）の場合 ………… 「年金証書番号」 

療養の費用（柔整師委任等）の場合 ………… 「指定指名機関番号」 

休業・一時金・葬祭料・補装具費の場合 …… 「労働保険番号」 

介護の場合 ……………………………………… 「年金証書番号」 

アフターケア通院費の場合 …………………… 「健康管理手帳番号」 

 

 

労働保険番号等 

被災者生年月日 

傷病年月日 

該当の被災労働者に関する給付キーを印書する。 

ただし、「労働保険番号等」は給付により印書内容を変える。 

療養の費用（短期給付キー）の場合 …… 「労働保険番号」 

療養の費用（長期給付キー）の場合 …… 「年金証書番号」 

療養の費用（柔整師委任等）の場合 … 「指定指名機関番号」 

休業・一時金・葬祭料の場合 …………… 「労働保険番号」 

介護の場合 ………………………………… 「年金証書番号」 

アフターケア通院費の場合 ……………… 「健康管理手帳番

号」 
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改正後 改正前 

Ⅲ－3－（4） 

(4) 支払予定一覧 

（療養の費用支払予定一覧、休業支払予定一覧、介護給付支払予定一覧、

傷病一時金支払予定一覧、障害一時金支払予定一覧、遺族一時金支払予

定一覧、特別遺族一時金支払予定一覧、葬祭料支払予定一覧、アフター

ケア通院費支払予定一覧、義肢等補装具費支払予定一覧） 

 

 

(4) 支払予定一覧 

（療養の費用支払予定一覧、休業支払予定一覧、介護給付支払予定一

覧、傷病一時金支払予定一覧、障害一時金支払予定一覧、遺族一時金

支払予定一覧、特別遺族一時金支払予定一覧、葬祭料支払予定一覧、

アフターケア通院費支払予定一覧） 
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改正後 改正前 

Ⅲ－3－（4） 

  

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを印書する。 

療養の費用 …………………… 「療養の費用支払予定一覧」 

休業 …………………………… 「休業支払予定一覧」 

介護 …………………………… 「介護給付支払予定一覧」 

傷病一時金 …………………… 「傷病一時金支払予定一覧」 

障害一時金 …………………… 「障害一時金支払予定一覧」 

遺族一時金 …………………… 「遺族一時金支払予定一覧」 

特別遺族一時金 ……………… 「特別遺族一時金支払予定一覧」 

葬祭料 ………………………… 「葬祭料支払予定一覧」 

アフターケア通院費 ………… 「アフターケア通院費支払予定一覧」 

補装具費 ……………………… 「義肢等補装具費支払予定一覧」 
 

 

  

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトルを印書する。 

療養の費用 …………………… 「療養の費用支払予定一覧」 

休業 …………………………… 「休業支払予定一覧」 

介護 …………………………… 「介護給付支払予定一覧」 

傷病一時金 …………………… 「傷病一時金支払予定一覧」 

障害一時金 …………………… 「障害一時金支払予定一覧」 

遺族一時金 …………………… 「遺族一時金支払予定一覧」 

特別遺族一時金 ……………… 「特別遺族一時金支払予定一覧」 

葬祭料 ………………………… 「葬祭料支払予定一覧」 

アフターケア通院費 ………… 「アフターケア通院費支払予定一覧」 
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改正後 改正前 

Ⅲ－3－（5） 

(5) 支払振込通知書 

(5-7) 労働者災害補償保険支払振込通知書（義肢等補装具費） 

イ 様式 

はがき横 配信帳票（自動配信） 

 

ロ 印書内容 

当支払期における義肢等補装具費の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、本省払いの場合は本省業務課より送付する（本省編「Ⅰ-4-(6) 支払振込通知書」参照）。 

なお、地方払いの場合は、労働局へ配信する（「Ⅲ-3-(5-6) 労働者災害補償保険療養・休業補償給付等支払振込通知書（受任者）」参照）。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

対象者の氏名 受取人の氏名を印書する。 

承認番号 義肢等補装具を支給決定した承認番号を印書する。 

支払（振込）金額 支払金額を印書する。 

支給種目 支給種目を印書する。 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

 

（新設） 
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備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

７ ………………………………………………………… 「外国送

金」 

ロ 上段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づ

き、以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預

金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預

金」 

番号 決議書のデータ受付番号を印書する。 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 

義肢等補装具費費用請求書に記載した送付先の郵便番号、住所及び氏名

を印書する。 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 支払方法が銀行振込の場合は、支払予定年月日を印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

局名 
管轄の労働局の所在地、名称及び電話番号を印書する。 
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ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で支払われるものは、本省業務課より外部委託にて支払先へ送付する。それ以外のものは、労働

局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

労働局に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・確認し、送付先の住所、氏名及び日付

を記入して支払先へ送付すること。送付先の住所、氏名が出力されている場合、内容を確認の上必要に応じて修正し、支払先へ送付するこ

と。 
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ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 
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裏腹芸奪事事委襲警奪窃援護懇意義警警
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考第 1号室争議

下校義務喜義'"級建奪 1-意向 1 J'k謀議襲撃
機 3墨襲撃

襲撃鰻重量き警豊島義勢
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(ﾛ) 裏面 

 

 

 

 

 

 

 

官署支出官　厚生労働省労働基準局長

振 込 通 知

　表記の支払金額をご指定の金融機関の預貯金口座に
振込みの手続をしましたので通知します。

官署支出官

厚生労働省

労働局長印口
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(5-8)  受任者支払振込通知書(義肢等補装具費) 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（自動配信） 

 

ロ 印書内容 

受任者支払振込通知書は、口座明細表の出力の際、義肢等補装具業者への受任者払の支払データがある場合に支払明細を印書する。 

本省払いの場合は本省業務課より送付する（本省編「Ⅰ-4-(6) 支払振込通知書」参照）。 

義肢等補装具費費用請求書の入力で、以下の項目が全て一致したものを同一の義肢等補装具業者と自動的に判断し、集約して出力する。 

管轄労働局、受取人名称・名前、受取人住所、支払方法、金融機関コード、口座番号 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

郵便番号 

所在地 

宛名 

義肢等補装具業者の宛先情報を印書する。 

（補装具費費用請求書入力時に、受取人情報として登録した情報） 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 
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預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づ

き、以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預

金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預

金」 

所在地 

局名 
管轄の労働局の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

労働局名 管轄の労働局名を印書する。 

支払方法 

以下の該当する支払方法を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込払」 

３ ………………………………………………………… 「当地払」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ページ 支払方法ごとに通しページを印書する。 

労働者の氏名 

被災労働者氏名を印書する。 

被災者氏名漢字が登録されている場合には被災者氏名漢字を印書する。 

被災者氏名漢字が登録されていない場合には被災者氏名カナを印書す

る。 

支払金額 被災労働者への支払金額を印書する。 

支給種目 支給種目を印書する。 

小計 １ページ内の合計件数及び合計金額を印書する。 



労災保険業務機械処理事務手引（共通編・局署用）平成 25 年 11 月 5 日改正 新旧対照表 

別添 

（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ） 

25 

合計 同一の義肢等補装具業者に関する合計件数及び合計金額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で支払われるものは、本省業務課より外部委託にて支払先へ送付する。それ以外のものは、労働

局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

印書した内容を確認の上、義肢等補装具業者へ送付すること。 
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改正後 改正前 

Ⅲ－4－（1） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ……………………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ……………… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 ………………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 ………………………… 「療養の費用」 

休業（補償）給付 ………………… 「休業（保険給付費）」 

                 「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 ………………… 「介護給付」 

アフターケア通院費 ……………… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 ………………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

                 「傷病一時金（特別支給金）」 

                 「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 ………………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

                 「障害一時金（特別支給金）」 

                 「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 ………………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

                 「遺族一時金（特別支給金）」 

                 「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 …………………… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） …………………… 「葬祭料（葬祭給付）」 

義肢等補装具費 …………………… 「義肢等補装具費」 
 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ……………………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ……………… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 ………………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 ………………………… 「療養の費用」 

休業（補償）給付 ………………… 「休業（保険給付費）」 

                 「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 ………………… 「介護給付」 

アフターケア通院費 ……………… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 ………………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

                 「傷病一時金（特別支給金）」 

                 「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 ………………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

                 「障害一時金（特別支給金）」 

                 「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 ………………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

                 「遺族一時金（特別支給金）」 

                 「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 …………………… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） …………………… 「葬祭料（葬祭給付）」 
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改正後 改正前 

Ⅲ－4－（2） 

(2) 振込不能未対応リスト 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ……………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ……… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 ………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 ………………… 「療養の費用」 

休業（補償）給付 ………… 「休業（保険給付費）」 

              「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 ………… 「介護給付」 

アフターケア通院費 ……… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 ………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

              「傷病一時金（特別支給金）」 

              「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 ………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

              「障害一時金（特別支給金）」 

              「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 ………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

              「遺族一時金（特別支給金）」 

            「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

義肢等補装具費 ……… 「義肢等補装具費」 
 

 

(2) 振込不能未対応リスト 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

診療費 ……………………… 「労災保険診療費」 

アフターケア委託費 ……… 「アフターケア委託費」 

二次健診費 ………………… 「二次健康診断等費用」 

療養の費用 ………………… 「療養の費用」 

休業（補償）給付 ………… 「休業（保険給付費）」 

              「休業（特別支給金）」 

介護（補償）給付 ………… 「介護給付」 

アフターケア通院費 ……… 「アフターケア通院費」 

傷病一時金 ………………… 「傷病一時金（保険給付費）」 

              「傷病一時金（特別支給金）」 

              「傷病一時金（援護費）」 

障害一時金 ………………… 「障害一時金（保険給付費）」 

              「障害一時金（特別支給金）」 

              「障害一時金（援護費）」 

遺族一時金 ………………… 「遺族一時金（保険給付費）」 

              「遺族一時金（特別支給金）」 

            「遺族一時金（援護費）」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 
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改正後 改正前 

Ⅲ－5－（1） 

(1) 月計表 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

補装具費 ……………… 「義肢等補装具の購入費用及び修理費用」 

（略）  

局コード 

署コード 

対象の局コード、署コードを印書する。 

なお、アフターケア通院費・補装具費の場合は局コードのみ印書する。 
 

 

 (1) 月計表 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

 

（略）  

局コード 

署コード 

対象の局コード、署コードを印書する。 

なお、アフターケア通院費の場合は局コードのみ印書する。 
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改正後 改正前 

Ⅲ－5－（1） 

ニ 出力時期 

毎月初めのオンライン終了後に各労働局又は監督署へ配信する。 

 

 

ニ 出力時期 

毎月初めのオンライン終了後に各労働局（アフターケア通院費のみ）又

は監督署へ配信する。 
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改正後 改正前 

Ⅲ－5－（2） 

(2) 年計表 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

補装具費 ……………… 「義肢等補装具の購入費用及び修理費用」 

（略）  

局コード 

署コード 

対象の局コード、署コードを印書する。 

なお、アフターケア通院費・補装具費の場合は局コードのみ印書する。 
 

 

(2) 年計表 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

 

（略）  

局コード 

署コード 

対象の局コード、署コードを印書する。 

なお、アフターケア通院費の場合は局コードのみ印書する。 
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改正後 改正前 

Ⅲ－5－（2） 

ニ 出力時期 

毎年５月初めのオンライン終了後に各労働局又は監督署へ配信する。 

 

 

 

ニ 出力時期 

毎年５月初めのオンライン終了後に各労働局（アフターケア通院費の

み）又は監督署へ配信する。 
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改正後 改正前 

Ⅲ－6－（1） 

(1) 個人／被災者単位の支払検索画面 

イ 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ) 画面 

 

 

（１）個人／被災者単位の支払検索画面 

イ 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ) 画面 
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改正後 改正前 

Ⅲ－6－（1） 

(1) 個人／被災者単位の支払検索画面 

イ 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面 

(ﾊ) 主な入力項目の説明 

給付種類 検索条件 

義肢（補装具費） 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月

日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏

名カナ、支払年月日 

年金証書番号 
 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅲ－6－（2） 

(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 

イ 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ)画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－6－（2） 

(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 

イ 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面 

(ｲ)画面 
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改正後 改正前 

Ⅲ－6－（2） 

(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 

イ 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面 

(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種類 検索条件 

義肢（補装具費） 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月

日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏

名カナ、支払年月日 

年金証書番号 
 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅳ－4－（2） 

（２）債権確認書の入力 

ロ 記入要領 

項目 
番号 

入力項目名 記   入   要   領 

４ 
債 権 発 生
原因 

債権となる回収事案が発生した原因をコード
で記入すること。 
ただし、給付種別毎に入力可能なコードは以

下のとおり。 
 
（略） 
 

   義肢等補装具費の債権： 
"41"(その他)  ・・利得償還金とす
る場合に選択 
"42"(その他(返納金)) 
"60"(誤払い)  ・・返納金債権とす
る場合に選択 
"61"(誤払い(利得償還金)) 
"91"(対象者の不正請求) 
"95"(義肢等補装具業者の不正請求) 
"98"(納入告知作成対象外) 
 

※ 各コードは債権の種別、納入告知の有
無、本省又は地方管理の別を決定する
ものであり、その区分は次頁ハの表１，
２のとおりである。債権データ締切日
以降は修正できないので、適切なコー
ドを選択すること。 

※ 未支給金等、一時金として支払われた
場合の回収は、債権確認書を入力する。
年金として支払われた場合は、債務者
登録票を入力する。 

"98"(納入告知作成対象外)は、支払デ
ータが存在しな場合は入力不可 

 

 

（２）債権確認書の入力 

ロ 記入要領 

項目 
番号 

入力項目名 記   入   要   領 

４ 
債権発生原
因 

債権となる回収事案が発生した原因をコー
ドで記入すること。 
ただし、給付種別毎に入力可能なコードは

以下のとおり。 
 
（略） 
 

   （新設） 
 

※ 各コードは債権の種別、納入告知の有
無、本省又は地方管理の別を決定する
ものであり、その区分は次頁ハの表
１，２のとおりである。債権データ締
切日以降は修正できないので、適切な
コードを選択すること。 

※ 未支給金等、一時金として支払われた
場合の回収は、債権確認書を入力す
る。年金として支払われた場合は、債
務者登録票を入力する。 

"98"(納入告知作成対象外)は、支払
データが存在しな場合は入力不可 
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改正後 改正前 

Ⅳ－4－（5） 

（５）第三者行為災害債権確認書の入力 

第三者行為災害に関わる求償金がある場合には、第三者行為災害債権確認書を記入し、管轄する局にて入力を行う。操作カードを用いて入

力を行うこと。 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

イ 入力項目 

 

項目

番号 

入力項目名 検索 登記 変更 取消 備考 

新規 引用 

③ 管轄局 △ △ △ △ ※１ 

④ 登記・変更別 × １ ３ ９  

⑤ 債権確認・調査決定年月日 × ○ △   

⑥ 債権発生年月日 × ○ △   

⑦ データ受付番号 ○ × ○ ○ ○  

⑧ 追回番号 ○ × ○ ○ ○ ※２ 

⑨ 求償金額 × ○ ○ △   

⑩ 第一当事者

(被災者)の

情報 

労働保険番号 × ○  △  ※３ 

⑪ 年金証書番号 × ○  △  ※３ 

⑫ 被災者生年月日 × ○  △  ※３ 

⑬ 傷病年月日 × ○  △  ※３ 

⑭ 氏名（カナ） × ○  △  ※３ 

⑮ 第二当事者

(相手方)の

情報 

氏名（カナ） × ○  △  ※４ 

⑯ 氏名（漢字） × ○  △  ※４ 

⑰ 電話番号 × △  △  ※４ 

⑱ 郵便番号 × ○  △  ※４ 

⑲ 都道府県コード × ○  △  ※４ 

⑳ 所在地（漢字） × ○  △  ※４ 
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○…必ず記入する。  ×…記入しない。  △…該当する場合に記入する。 

  空欄…未使用項目 

 

※１ 代行入力する場合、該当データの管轄局番号を記入する。 

※２ 追回番号は００がプレ印字されているため、記入は不要である。 

※３ 第一当事者の情報を記入する場合は、短期キー（労働保険番号・被災者生年月日・傷病年月日・氏名カナ）または長期キー（年金証

書番号）のいずれかをセットで記入する。 

※４ 第二当事者の情報を記入する場合は、「氏名カナ」から「所在地漢字」までをセットで記入する。 
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改正後 改正前 

ロ 記入要領 

項目 
番号 

入力項目名 記   入   要   領 

１ 管轄局 
代行入力する場合に、第三者行為災害を管理する労働局番号を記
入する。 

２ 登記・変更別 

第三者行為災害債権確認書で債権データを新規に登記するか、登
記済み内容の変更又は取消の別を次のコードにより記入する。 
 

新規に機械登記する場合･･･････････････････････ １ 
登記内容を変更する場合･･･････････････････････ ３ 
登記内容を取消す場合･････････････････････････ ９ 
前回登記した内容を検索する場合･･･････････････空欄 

３ 
債権確認・調査決定
年月日 

債権の調査決定年月日を記入すること。 

４ 債権発生年月日 債権発生の原因となった支払年月日を記入すること。 

６ 
７ 

データ受付番号 
追回番号 

第三者行為災害のデータ受付番号及び追回番号を記入する。 
検索・変更・取消の場合は、必ず記入すること。 
新規に登録する場合は、無記入でも良い。 

８ 求償金額 求償金額を記入する。 
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改正後 改正前 

ハ 機械処理上の注意点 

① 債権の修正・取消を行うためには、債権が以下の状態であることが必要なので注意すること。 

 ・納入告知、ＡＤＡＭＳ登録がされていないこと。 

② 第三者行為災害における求償では、同一被災事案に対して、同一の第二当事者に複数回求償する場合がある。2 回目以降の求償の場

合は、入力負荷軽減のため、また、第一当事者・第二当事者情報の誤入力を防ぐために、可能な限り検索モード・引用モードを活用

すること。 

・検索モード 

  過去に登録した第三者行為災害債権確認書のデータ受付番号及び追回番号（００固定）のみを入力すると、データ受付番号及び第一

当事者・第二当事者情報がプレ印字された第三者行為災害債権確認書が印刷される。 

（この帳票に、登記・変更別、債権確認・調査決定年月日、権発生年月日及び求償金額を記入して入力することで、下記引用モード

にて新たな求償情報を登録することが可能である。） 

・引用モード 

     過去に登録した第三者行為災害債権確認書のデータ受付番号及び追回番号（００固定）及び登記・変更別で「１登記」を入力するこ

とで、第一当事者の情報及び第二当事者に当該データ受付番号で入力した情報が自動的に設定される。（第一当事者・第二当事者の

情報入力を省略することができる。データ受付番号・追回番号が入力されていれば、第一当事者・第二当事者の情報入力を入力して

も無視される。） 

 

    なお、過去に求償情報登録済みの被災者であっても新たに異なる第二当事者に求償する場合、または、過去に求償情報登録済みのの第

二当事者に求償する場合であっても第二当事者の住所・電話番号等を変更したい場合は、新規モードで登録すること。 

    また、検索モードで第三者行為債権確認書を印刷した後、当該第三者行為災害債権情報を変更した場合は、再度検索モードを利用して

第三者行為災害債権確認書を印刷し直して利用すること。 
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（1） 

(1) 債務者検索 

ロ 入力項目 

入力項目名 

③ 債務者区分 

（略） A 

(第三者行為災害

第二当事者) 

①データ受付

番号 

②追回番号 

※１ 

④被災者番号 × 

⑤健康管理 

手帳番号 
× 

⑥指定医療 

機関番号 
× 

⑦指定指名 

機関番号 
× 

⑧労働保険 

番号 
× 

⑨年金証書 

番号 

 

× 

⑩受給権者 

枝番 
× 

⑪債務者名（カ

ナ） 
 

(注) ×…入力不可。 空欄…必要に応じて入力する。 

  ※１ 追回番号を指定する場合、データ受付番号も入力する。③以降の他の項目

 

(1) 債務者検索 

ロ 入力項目 

入力項目名 

③ 債務者区分 

（略） （新設） 

①データ受付

番号 

②追回番号 

④被災者番号 

⑤健康管理 

手帳番号 

⑥指定医療 

機関番号 

⑦指定指名 

機関番号 

⑧労働保険 

番号 

⑨年金証書 

番号 

 

⑩受給権者 

枝番 

（新設） 

(注) ×…入力不可。 空欄…必要に応じて入力する。 

  ※１ 追回番号を指定する場合、データ受付番号も入力する。③以降の

他の項目は入力できない。 



労災保険業務機械処理事務手引（共通編・局署用）平成 25 年 11 月 5 日改正 新旧対照表 

別添 

（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ） 

45 

は入力できない。 

  ※２ 当該被災者のアフターケア委託費・通院費の支払がある場合のみ入力可

能。 

  ※３ 債務者区分を”5”小口融資・”6”二次健診受診者のいずれかを選択した場合、

他の項目は入力できない。 

 

 

  ※２ 当該被災者のアフターケア委託費・通院費の支払がある場合のみ

入力可能。 

  ※３ 債務者区分を”5”小口融資・”6”二次健診受診者・”9”その他のいず

れかを選択した場合、他の項目は入力できない。 
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（1） 

(1) 債務者検索 

ハ 入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

⑪債務者名（カナ） 検索する債務者区分が第三者行為災害第二

当事者、その他の場合、債務者名（カナ）を

入力する。 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（1） 

(1) 債務者検索 

ト 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

給付種別 債権発生原因となった支払の給付種別のコ

ード値を出力する。 

01 療養（補償）給付たる療養の給付 

02 療養（補償）給付たる療養の費用 

03 休業（補償）給付 

04 介護（補償）給付 

05 二次健康診断等給付 

06 アフターケア委託費 

07 アフターケア通院費 

10 傷病（補償）年金 

11 障害（補償）年金 

12 遺族（補償）年金 

13 特別遺族年金 

14 葬祭料（葬祭給付） 

20 義肢等補装具の購入費用及び修理

費用 
 

 

(1) 債務者検索 

ト 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

給付種別 債権発生原因となった支払の給付種別のコ

ード値を出力する。 

01 療養（補償）給付たる療養の給付 

02 療養（補償）給付たる療養の費用 

03 休業（補償）給付 

04 介護（補償）給付 

05 二次健康診断等給付 

06 アフターケア委託費 

07 アフターケア通院費 

10 傷病（補償）年金 

11 障害（補償）年金 

12 遺族（補償）年金 

13 特別遺族年金 

14 葬祭料（葬祭給付） 
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（2） 

（２）債権検索 

イ 債権情報検索画面 

 

 

（２）債権検索 

イ 債権情報検索画面 
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（2） 

（２）債権検索 

ロ 入力項目 

入力項目名 債権検索 

⑬ 第三者行為災害求償情報  

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（2） 

（２）債権検索 

ハ 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

② 給付種別 債権発生原因となった給付種別をリストか

ら選択する。 

01:療養（補償）給付たる療養の給付 

02:療養（補償）給付たる療養の費用 

03:休業（補償）給付 

04:介護（補償）給付 

05:二次健康診断等給付 

06:アフターケア委託費 

07:アフターケア通院費 

10:傷病（補償）年金 

11:障害（補償）年金 

12:遺族（補償）年金 

13:特別遺族年金 

14:葬祭料（葬祭給付） 

20:義肢等補装具の購入費用及び修理費用 

 

（２）債権検索 

ハ 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

② 給付種別 債権発生原因となった給付種別をリストか

ら選択する。 

01:療養（補償）給付たる療養の給付 

02:療養（補償）給付たる療養の費用 

03:休業（補償）給付 

04:介護（補償）給付 

05:二次健康診断等給付 

06:アフターケア委託費 

07:アフターケア通院費 

10:傷病（補償）年金 

11:障害（補償）年金 

12:遺族（補償）年金 

13:特別遺族年金 

14:葬祭料（葬祭給付） 
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④ 債権状態区分 検索する債権の状態をリストから選択する。 

00:取消 

01:相殺待 

02:相殺予定 

03:納入告知作成待 

04:ADAMS 登録待 

11:納入告知済（未収納） 

12:一部収納済（一部収納） 

21:引継済（組入・繰越後） 

91:相殺消滅済（消滅） 

92:完納消滅済（消滅） 

93:収納以外の消滅済（消滅） 

99:納入告知対象外 

 本省振込払い以外の支払（当地払・送金払・

外国送金・国庫内移換・受任者払・未支給金）

の支払に起因する債権は、「99:納入告知対象

外」となる。 

⑬ 第三者行為災害

求償情報 

第三者行為災害の債権を検索する場合に選

択する。 
 

④ 債権状態区分 検索する債権の状態をリストから選択す

る。 

 

01:相殺待 

02:相殺予定 

03:納入告知作成待 

04:ADAMS 登録待 

11:納入告知済（未収納） 

12:一部収納済（一部収納） 

21:引継済（組入・繰越後） 

91:相殺消滅済（消滅） 

92:完納消滅済（消滅） 

93:収納以外の消滅済（消滅） 

99:納入告知対象外 

 本省振込払い以外の支払（当地払・送金払・

外国送金・国庫内移換・受任者払・未支給金）

の支払に起因する債権は、「99:納入告知対象

外」となる。 

（新設）  
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改正後 改正前 

Ⅳ－6－（2） 

（２）債権検索 

ニ 債権情報検索結果画面 

 

 

（２）債権検索 

ニ 債権情報検索結果画面 
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改正後 改正前 

Ⅳ－7－（1） 

(1) 債権確認書入力リスト（短期給付、一時金） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、

二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給付費」、障

害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、傷病（補償）

年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、アフターケア委

託費の債権は、「アフターケア委託費」、アフターケア通院費

の債権は、「アフターケア通院費」、義肢等補装具費の債権は

「補装具等支給費」と印書する。 

中段：休業（補償）給付の特別支給金の債権は「労災援護給付金」、

障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

定額の特別支給金の債権及び未支給の就学等援護費の債権は

「支払特別支給金」と印書する。 

下段：障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

特別給与を算定の基礎とする特別支給金の債権は「支払特別

一時金」と印書する。 
 

 

(1) 債権確認書入力リスト（短期給付、一時金） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、

二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給付費」、障

害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、傷病（補償）

年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、アフターケア委

託費の債権は、「アフターケア委託費」、アフターケア通院費

の債権は、「アフターケア通院費」、と印書する。 

中段：休業（補償）給付の特別支給金の債権は「労災援護給付金」、

障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

定額の特別支給金の債権及び未支給の就学等援護費の債権は

「支払特別支給金」と印書する。 

下段：障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

特別給与を算定の基礎とする特別支給金の債権は「支払特別

一時金」と印書する。 
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改正後 改正前 

Ⅳ－7－（2） 

(2) 債権確認書未入力リスト（短期給付・一時金） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、

二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給付費」、

障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、傷病（補償）

年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、アフターケア

委託費の債権は、「アフターケア委託費」、アフターケア通院

費の債権は、「アフターケア通院費」、義肢等補装具費の債権

は「補装具等支給費」と印書する。 

中段：休業（補償）給付の特別支給金の債権は「労災援護給付金」、

障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

定額の特別支給金の債権及び未支給の就学等援護費の債権

は「支払特別支給金」と印書する。 

下段：障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

特別給与を算定の基礎とする特別支給金の債権は「支払特別

一時金」と印書する。 
 

 

(2) 債権確認書未入力リスト（短期給付・一時金） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、

二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給付費」、

障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、傷病（補償）

年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、アフターケア

委託費の債権は、「アフターケア委託費」、アフターケア通院

費の債権は、「アフターケア通院費」、と印書する。 

中段：休業（補償）給付の特別支給金の債権は「労災援護給付金」、

障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

定額の特別支給金の債権及び未支給の就学等援護費の債権

は「支払特別支給金」と印書する。 

下段：障害（補償）給付、遺族（補償）給付、傷病（補償）年金の

特別給与を算定の基礎とする特別支給金の債権は「支払特別

一時金」と印書する。 
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改正後 改正前 

Ⅳ－7－（5） 

(5) 納入告知作成用リスト（短期給付、一時金） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

債務者情報 

債権情報 

債権の発生原因となった請求・支払等に関する情報を印書する。 

印書項目は以下のとおりであるが、給付の種別や債権発生原因、

債務者の種類により、一部項目のみ印書される。 

 

データ受付番号、追回番号、健康管理手帳番号、労働保険番号、

年金証書番号、給付種別内訳、生年月日、診療年月日、検査年月

日、二次健診受診年月日、傷病年月日、支払年月日、氏名、療養

期間、休業期間、科目名、支払済金額、正当金額、返納金額、支

給種目 
 

 

(5) 納入告知作成用リスト（短期給付、一時金） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

債務者情報 

債権情報 

債権の発生原因となった請求・支払等に関する情報を印書する。 

印書項目は以下のとおりであるが、給付の種別や債権発生原因、

債務者の種類により、一部項目のみ印書される。 

 

データ受付番号、追回番号、健康管理手帳番号、労働保険番号、

年金証書番号、給付種別内訳、生年月日、診療年月日、検査年月

日、二次健診受診年月日、傷病年月日、支払年月日、氏名、療養

期間、休業期間、科目名、支払済金額、正当金額、返納金額 
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改正後 改正前 

Ⅳ－7－（9） 

(9) 第三者行為災害債権確認書入力リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

前回の債権確定月次処理以降に「第三者行為災害債権確認書」が入力され

た債権について印書する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

ヘ

ッ

ダ

部 

処理年月日 
債権確認入力リスト出力処理を行った年月日を印

書する。 

取得基準年月日 
帳票出力対象とする取得基準年月日の期間を印書

する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

明

細

部 

第一当事者氏名

カナ 

第一当事者氏名

漢字 

第一当事者住所 

第三者行為災害債権確認書で登記した第一当事者

の氏名・住所を印書する。ただし、年金受給権者で

遺族年金、特別遺族年金、葬祭料の給付を受けてい

る場合、または住所情報を登録していない場合は、

「住所未登録」と印書する。 

（新設） 
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第二当事者氏名

カナ 

第二当事者氏名

漢字 

第二当事者住所 

第三者行為災害債権確認書で登記した債務者の氏

名・住所を印書する。 

データ受付番号 
第三者行為災害債権確認書を登記した際のデータ

受付番号を印書する。 

求償金額 
第三者行為災害債権確認書で登記した債権の求償

金額を印書する。 

合計件数 債権の労働局ごとの総件数を印書する。 

合計求償金額 債権の労働局ごとの求償金額の合計を印書する。 

 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、第三者行為災害債権確認書を登記した労働局に配

信する。 

 

ホ 事務処理 

自局で入力した第三者行為災害債権確認書の情報と照合し、過不足や誤り

がないことを確認する。 
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改正後 改正前 

Ⅶ－9 

 ９金融機関台帳更新結果確認リスト（義肢費用請求給付台帳） 

(1) 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

(2) 出力内容等 

イ 出力内容 

義肢費用請求給付台帳の金融機関情報（支払い先が「委任・未支給」又は給付情報が「保留」の口座情報）について、本省業務課におい

て金融機関変更情報により一括変更処理を行った結果の変更前後を一覧表にして出力する。 

 

ロ 出力時期 

義肢費用請求給付台帳の金融機関情報一括変更処理を行った日の翌日に該当する労働局へ配信する。 

 

ハ 出力項目 

出力項目名 出   力   内   容 

処理年月日 

（リスト右上） 

金融機関情報一括変更処理を行った年月日を印書する。 

管轄局 
該当の管轄局名を印書する。 

労働保険番号 
被災者の労働保険番号を印書する。 

（新設） 
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生年月日 
被災者の生年月日を印書する。 

傷病年月日 
被災者の傷病年月日を印書する。 

被災者氏名 被災者の名称を印書する。 

請求データ受付番

号 

義肢費用請求給付台帳に登記されているデータ受付番号を印書する。 

追回番号 
該当のデータ受付番号に対する追回番号を印書する。 

委任未支給/保留 該当の被災者が委任未支給の場合は「委任未支給」を印書し、保留の場合

は「保留」を印書する。 

口座番号クリア区

分 

口座番号の変更を伴う場合、変更前口座番号の上段に「*************」

を印書する。 

振込送金区分 
振込用金融機関の場合、「振込」を印書し、 

送金用金融機関の場合、「送金」を印書する。 

金融機関コード 
上段には変更前の金融機関コードを、下段には変更後の金融機関コードを 

印書する。 

金融機関名称 
上段には変更前の金融機関名称を、下段には変更後の金融機関名称を印書 

する。 

金融機関店舗名称 
上段には変更前の金融機関店舗名称を、下段には変更後の金融機関店舗名 

称を印書する。 
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口座番号 
上段には変更前の口座番号を印書する。口座番号が変更となった場合は、

下段には「0000000000000」を印書し、変更とならない場合は変更前と同じ

口座番号を印書する。 

合計 
更新した口座名義人の合計数を印書する。 

 

ニ 事務処理 

該当する金融機関情報について、内容の確認が可能であるため、必要に応じて参照すること。 

なお、口座番号が変更になる口座名義人については、口座番号がすべて「０」（ゼロクリア）となるので、短期給付共通項目入力（変更）

帳票を使用して、口座番号の修正を行うこと。 
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改正後 改正前 

Ⅷ－2－(2) 

(2) 被災者情報詳細画面 

イ 画面 

 

 

 

(2) 被災者情報詳細画面 

イ 画面 
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改正後 改正前 

Ⅷ－2－(2) 

ハ 出力項目の説明 

＜共通情報＞ 

出 力 項 目 名 出    力    内    容 

三者求償情報 

被災者が第三者行為災害による被災者で、第三者行

為災害債権確認書により求償金額が登録されている場

合は次のコードを出力する。ページリンクをクリック

すると、債権求償情報画面に遷移する。 

１ ………………………………………登録有り 
 

(新設) 
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改正後 改正前 

Ⅷ－2－(3) 

(3) 三者求償情報画面 

イ 画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

ロ 出力項目の説明 

出力項目名 出    力    要    領 

データ受付番号 該当の被災者の第三者行為災害債権確認書を登記した際に払い出さ

れたデータ受付番号を出力する。 

債権確認・調査決定

年月日 

該当の被災者の第三者行為災害債権確認書で記入した債権確認・調査

決定年月日を出力する。 

債権状態区分 該当の被災者の第三者行為災害債権の債権状態を出力する。 

取消済 ………………………………………………… ００ 

納入告知作成待 ……………………………………… ０３ 

ＡＤＡＭＳ登録待 …………………………………… ０４ 

納入告知済（未収納） ……………………………… １１ 

求償金額 
該当の被災者の第三者行為災害確認書で記入した求償金額を出力す

る。 

ＡＤＡＭＳ媒体作

成年月日 

月次の債権確定処理にて、ＡＤＡＭＳ端末登録用のタンキングデータ

を作成した日付を出力する。 

入力局 第三者行為災害債権確認書を登記した労働局の局コードを出力する。 

詳細 該当の被災者の債権登録情報詳細画面に遷移するボタンを出力する。 
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改正後 改正前 

ハ ボタン項目の説明 

ボタン名 ボタン押下後の動き 

詳細 選択した被災者の債権登録情報詳細画面を表示する。 

終了 「三者求償情報画面」を終了する。 
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改正後 改正前 

Ⅰ-1-(2)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

(2) 個人向けの支払処理 

イ 支払処理形態 

療養の費用・休業・介護・一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭料）・ア

フターケア通院費、義肢等補装具費等、個人向けの請求に対する支払処理は本省で

行う。支払手続きについては振込払い又は送金払いの場合に限りシステムでＡＤＡ

ＭＳに登録を行う。 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局において請求書類のＯＣＲ入力

を行い、データ締切日にシステムにて支払計算処理を行う（システム上でのデータ

締切日および支払予定日の設定は「支払スケジュール管理画面」にて行う。）。 

 

（略） 

 

(ﾍ)義肢等補装具業者への支払 

請求人への振込払いと同様に、データ締切日に支払計算処理を行い、データ締

切日翌日以降に支払データをＡＤＡＭＳに登録する。支払金額を印書した「支払

振込通知書」を送付する。 

 

 

 

(2) 個人向けの支払処理 

イ 支払処理形態 

療養の費用・休業・介護・一時金（傷病・障害・遺族・特別遺族・葬祭料）・アフ

ターケア通院費等、個人向けの請求に対する支払処理は本省で行う。支払手続きに

ついては振込払い又は送金払いの場合に限りシステムでＡＤＡＭＳに登録を行う。 

 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局（アフターケア通院費の場合の

み）において請求書類のＯＣＲ入力を行い、データ締切日にシステムにて支払計算

処理を行う（システム上でのデータ締切日および支払予定日の設定は「支払スケジ

ュール管理画面」にて行う。）。 

（略） 
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改正後 改正前 

 

ハ データ締切後の事務処理 

(ｲ) リストの出力 

 

（略） 

 

なお、監督署及び労働局に対しては「支払予定一覧」が配信されるので、請求

人及び受任者への振込払い又は送金払い以外の場合は別途定める支払方法に応

じた支払手続きを行う。 

(ﾛ) 通知書の送付 

請求人への振込払いの場合、「支払振込通知書」は本省業務課から請求人へ送

付する。 

請求人への当地払いと外国送金の場合、監督署及び労働局に「支払振込通知書」

が自動配信されるので、送付先の住所及び宛名を記入し（柔道整復師等は除く）、

支払先へ送付する。なお、外国送金の場合は労働局から送付する。 

 

（略） 

 

 

ハ データ締切後の事務処理 

(ｲ) リストの出力 

 

（略） 

 

なお、監督署及び労働局（アフターケア通院費の場合のみ）に対しては「支払予

定一覧」が配信されるので、請求人及び受任者への振込払い又は送金払い以外の場

合は別途定める支払方法に応じた支払手続きを行う。 

(ﾛ) 通知書の送付 

請求人への振込払いの場合、「支払振込通知書」は本省業務課から請求人へ送付

する。 

請求人への当地払いと外国送金の場合、監督署及び労働局（アフターケア通院費

の場合のみ）に「支払振込通知書」が自動配信されるので、送付先の住所及び宛名

を記入し（柔道整復師等は除く）、支払先へ送付する。なお、外国送金の場合は労

働局から送付する。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-1-(4)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(4)支払後の事務処理 

イ 追給・回収事案の処理 

 

（略） 

 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費、義肢等補装

具費 

支払後のデータについて、処理区分（支給・不支給）を変更又は支給

決定額の増減が生じた場合、支払が必要な場合は追給として修正後のデ

ータ締切日に支払処理を行う。また回収が必要な場合は納入告知対象と

なる。なお、アフターケア通院費についてのみ修正後の支払処理までに

回収額（相殺）登記票を入力することにより、支払データとの相殺処理

を行う。 

なお、相殺機能については「回収金（債権）と支払金（債務）の相殺

機能」（本省編Ⅱ-3-(1)-1）を参照のこと。 

 

（略） 

 

 

 

(4)支払後の事務処理 

イ 追給・回収事案の処理 

 

（略） 

 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費 

 

支払後のデータについて、処理区分（支給・不支給）を変更又は支給

決定額の増減が生じた場合、支払が必要な場合は追給として修正後のデ

ータ締切日に支払処理を行う。また回収が必要な場合は納入告知対象と

なる。なお、アフターケア通院費についてのみ修正後の支払処理までに

回収額（相殺）登記票を入力することにより、支払データとの相殺処理

を行う。 

なお、相殺機能については「回収金（債権）と支払金（債務）の相殺

機能」（本省編Ⅱ-3-(1)-1）を参照のこと。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-1-(7)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(7)留意事項 

 

イ 支払方法について 

 

（略） 

 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費、義肢等補装

具費 

指定医療機関等以外の被災労働者等からの請求については、支払方法

により手続きが異なる。 

支払方法は「振込払」、「当地払」、「送金払」及び「外国送金」の４種

類とする。 

 

（略） 

 

 

 

(7)留意事項 

 

イ 支払方法について 

 

（略） 

 

(ﾛ) 療養の費用、休業、介護、一時金、アフターケア通院費、義肢等補装

具費 

指定医療機関等以外の被災労働者等からの請求については、支払方法

により手続きが異なる。 

支払方法は「振込払」、「当地払」、「送金払」及び「外国送金」の４種

類とする。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-11-(1)-(3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

１１. 支払検索 

個人、医療機関の支払情報は下記の検索にて確認する。なお、年金の支払情報につい

ては、年金・一時金検索にて確認する。 

(1) 個人／被災者単位の支払検索画面 

イ 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面 

(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種別ごとに設定すべき標準的な検索項目の組み合わせを以下に示す。 

給付種類 検索条件 

療養の費用 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カ

ナ、支払年月日 

年金証書番号 

（略） （略） 

一時金（葬祭料） 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

義肢（補装具費） 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カ

ナ、支払年月日 

年金証書番号 

 

（略） 

 

 

１１. 支払検索 

個人、医療機関の支払情報は下記の検索にて確認する。なお、年金の支払情報につい

ては、年金・一時金検索にて確認する。 

(1) 個人／被災者単位の支払検索画面 

イ 個人／被災者単位の支払検索・一覧画面 

(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種別ごとに設定すべき標準的な検索項目の組み合わせを以下に示す。 

給付種類 検索条件 

療養の費用 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カ

ナ、支払年月日 

年金証書番号 

（略） （略） 

一時金（葬祭料） 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-11-(2)-(3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 

イ 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面 

 

（略） 

 

(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種別ごとに設定すべき標準的な検索項目の組み合わせを以下に示す。 

給付種類 検索条件 

療養の費用 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カ

ナ、支払年月日 

年金証書番号 

（略） （略） 

一時金（葬祭料） 支払先名（カナ） 

義肢（補装具費） 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カ

ナ、支払年月日 

年金証書番号 

 

（略） 

 

 

(2) 個人／支払先単位の支払検索画面 

イ 個人／支払先単位の支払検索・一覧画面 

 

（略） 

 

(ﾆ) 給付種類ごとの標準的な検索項目 

給付種別ごとに設定すべき標準的な検索項目の組み合わせを以下に示す。 

給付種類 検索条件 

療養の費用 労働保険番号、生年月日、傷病年月日、支払年月日 

労働保険番号、生年月日、傷病年月日、被災者氏名カ

ナ、支払年月日 

年金証書番号 

（略） （略） 

一時金（葬祭料） 支払先名（カナ） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-2-(1)-(4 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

２. 支払スケジュール管理 

（略） 

 

(1)支払スケジュール管理画面 

（略） 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

（略） （略） 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

義肢（補装具費） 

給付単位での支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われる 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われな

い 

 

（略） 

 

 

２. 支払スケジュール管理 

（略） 

 

(1)支払スケジュール管理画面 

（略） 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

（略） （略） 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

給付単位での支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

る 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

ない 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-2-(1)-(6,7 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ハ 支払スケジュール更新画面 

 

（略） 

(ﾊ) 入力項目 

入力項目名 支払スケジュール登録 支払スケジュール更新 

①データ締切日 ○ × 

（略） （略） （略） 

⑯葬祭料   

⑰義肢（補装具費）   

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入 

力する。 

 

 

 

 

ハ 支払スケジュール更新画面 

 

（略） 

(ﾊ) 入力項目 

入力項目名 支払スケジュール登録 支払スケジュール更新 

①データ締切日 ○ × 

（略） （略） （略） 

⑯葬祭料   

(注) ○…必ず入力する。 ×…入力しない。 空欄…必要に応じて入 

力する。 
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改正後 改正前 

Ⅰ-2-(1)-(7,8 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(ﾆ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

（略） （略） 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

義肢（補装具費） 

給付単位での支払の有無を示す。 

チェックあり・・・・・・・・・ 支払が行われ

る 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

ない 

 

（略） 

 

 

 

(ﾆ) 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

（略） （略） 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

給付単位での支払の有無を示す。 

チェックあり・・・・・・・・・ 支払が行われ

る 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

ない 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-2-(1)-(9,10 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ニ  支払スケジュール完了画面 

 

（略） 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

義肢（補装具費） 

給付単位での支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

る 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

ない 

 

（略） 

 

 

 

ニ  支払スケジュール完了画面 

 

（略） 

(ﾊ) 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

診療費 

委託費 

二次健診費 

費用 

休業 

介護 

通院費 

一時金（傷病） 

一時金（障害） 

一時金（遺族） 

一時金（特別遺族） 

葬祭料 

給付単位での支払の有無を示す。 

○・・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

る 

空白・・・・・・・・・・・・・ 支払が行われ

ない 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(1)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

４. 支払処理（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金・義肢等補装具費） 

(1) 支払先振込不能予定一覧表 

（療養の費用支払先振込不能予定一覧表、休業支払先振込不能予定一覧表、介護支

払先振込不能予定一覧表、傷病一時金支払先振込不能予定一覧表、障害一時金支払

先振込不能予定一覧表、遺族一時金支払先振込不能予定一覧表、特別遺族一時金支

払先振込不能予定一覧表、葬祭料支払先振込不能予定一覧表、アフターケア通院費

支払先振込不能予定一覧表、義肢等補装具費支払先振込不能予定一覧表） 

 

（略） 

 

 

 

４. 支払処理（療養の費用・休業・介護・アフターケア通院費・一時金） 

(1) 支払先振込不能予定一覧表 

（療養の費用支払先振込不能予定一覧表、休業支払先振込不能予定一覧表、介護

支払先振込不能予定一覧表、傷病一時金支払先振込不能予定一覧表、障害一時金

支払先振込不能予定一覧表、遺族一時金支払先振込不能予定一覧表、特別遺族一

時金支払先振込不能予定一覧表、葬祭料支払先振込不能予定一覧表、アフターケ

ア通院費支払先振込不能予定一覧表） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(3)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(3) 支払予定一覧 

（療養の費用支払予定一覧、休業支払予定一覧、介護給付支払予定一覧、傷病一時

金支払予定一覧、障害一時金支払予定一覧、遺族一時金支払予定一覧、特別遺族一

時金支払予定一覧、葬祭料支払予定一覧、アフターケア通院費支払予定一覧、義肢

等補装具費支払予定一覧） 

（略） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトル

を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養の費用支払予定一覧」 

 

（略） 

 

葬祭料 ………………… 「葬祭料支払予定一覧」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支払予定一覧」 

補装具費 ……………… 「義肢等補装具費支払予定一覧」 

（略） （略） 

 

（略） 

 

 

(3) 支払予定一覧 

（療養の費用支払予定一覧、休業支払予定一覧、介護給付支払予定一覧、傷病一

時金支払予定一覧、障害一時金支払予定一覧、遺族一時金支払予定一覧、特別遺

族一時金支払予定一覧、葬祭料支払予定一覧、アフターケア通院費支払予定一覧） 

（略） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

以下の給付種別ごとに支払先振込不能予定一覧表のタイトル

を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養の費用支払予定一覧」 

 

（略） 

 

葬祭料 ………………… 「葬祭料支払予定一覧」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支払予定一覧」 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(3)-(2,3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

項 

 

① 給付種別がアフターケア委託費・アフターケア通

院費・補装具費の場合、 

歳入外債権部分 

上段：「社会復帰促進等事業費」と印書する。

（中段・下段は空白） 

歳入金債権部分 

上段：「雑収入（社会復帰促進等事業費）」と

印書する。（中段・下段は空白） 

 

（略） （略） 

（略） 

 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

項 

 

② 給付種別がアフターケア委託費・アフターケア通

院費の場合、 

歳入外債権部分 

上段：「社会復帰促進等事業費」と印書する。

（中段・下段は空白） 

歳入金債権部分 

上段：「雑収入（社会復帰促進等事業費）」と

印書する。（中段・下段は空白） 

 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(4)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(4) 支出決定書 

（療養（補償）給付たる療養の費用支出決定書、休業（補償）給付（保険給付費）

支出決定書、休業（補償）給付（特別支給金）支出決定書、介護（補償）給付支出

決定書、アフターケア通院費支出決定書、傷病一時金（保険給付費）支出決定書、

傷病一時金（特別支給金）支出決定書、傷病一時金（援護費）支出決定書、障害一

時金（保険給付費）支出決定書、障害一時金（特別支給金）支出決定書、障害一時

金（援護費）支出決定書、遺族一時金（保険給付費）支出決定書、遺族一時金（特

別支給金）支出決定書、遺族一時金（援護費）支出決定書、特別遺族一時金支出決

定書、葬祭料（葬祭給付）支出決定書、義肢等補装具費支出決定書） 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用、休業、介護、アフターケア通院費、補装具費及び一時金において、

ＡＤＡＭＳを通じて行う本省払い分について、以下の項目を出力する。 

リストは支払方法、給付単位、科目単位で管轄局ごとに出力し、最後に支払方法、

各給付、科目単位の全国計を出力する。 

 

 

 

 

(4) 支出決定書 

（療養（補償）給付たる療養の費用支出決定書、休業（補償）給付（保険給付費）

支出決定書、休業（補償）給付（特別支給金）支出決定書、介護（補償）給付支

出決定書、アフターケア通院費支出決定書、傷病一時金（保険給付費）支出決定

書、傷病一時金（特別支給金）支出決定書、傷病一時金（援護費）支出決定書、

障害一時金（保険給付費）支出決定書、障害一時金（特別支給金）支出決定書、

障害一時金（援護費）支出決定書、遺族一時金（保険給付費）支出決定書、遺族

一時金（特別支給金）支出決定書、遺族一時金（援護費）支出決定書、特別遺族

一時金支出決定書、葬祭料（葬祭給付）支出決定書） 

 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４縦 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

療養の費用、休業、介護、アフターケア通院費及び一時金において、ＡＤＡＭ

Ｓを通じて行う本省払い分について、以下の項目を出力する。 

リストは支払方法、給付単位、科目単位で管轄局ごとに出力し、最後に支払方

法、各給付、科目単位の全国計を出力する。 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(4)-(2,3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

タイトル 

給付種別、科目ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料支出決定書」 

義肢等補装具費 ……… 「義肢等補装具の購入費用及び

修理費用支出決定書」 

（略） （略） 

労働局名など 
管轄局単位の場合、労働局名を印書する。 

全国計の場合、「本省」と印書する。 

 

（略） 

 

 

 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

タイトル 

給付種別、科目ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料支出決定書」 

 

 

（略） （略） 

労働局名など 
管轄局単位の場合、労働局名を印書する。 

全国計の場合、「本省」と印書する。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(5)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(5) 支出調書 

（療養（補償）給付たる療養の費用支出調書、休業（補償）給付（保険給付費）支

出調書、休業（補償）給付（特別支給金）支出調書、介護（補償）給付支出調書、

アフターケア通院費支出調書、傷病一時金（保険給付費）支出調書、傷病一時金（特

別支給金）支出調書、傷病一時金（援護費）支出調書、障害一時金（保険給付費）

支出調書、障害一時金（特別支給金）支出調書、障害一時金（援護費）支出調書、

遺族一時金（保険給付費）支出調書、遺族一時金（特別支給金）支出調書、遺族一

時金（援護費）支出調書、特別遺族一時金支出調書、葬祭料支出調書、義肢等補装

具費支出調書） 

（略） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付種別、科目ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料支出調書」 

義肢等補装具費 ……… 「義肢等補装具費支出調書」 

（略） （略） 

 

（略） 

 

 

(5) 支出調書 

（療養（補償）給付たる療養の費用支出調書、休業（補償）給付（保険給付費）

支出調書、休業（補償）給付（特別支給金）支出調書、介護（補償）給付支出調

書、アフターケア通院費支出調書、傷病一時金（保険給付費）支出調書、傷病一

時金（特別支給金）支出調書、傷病一時金（援護費）支出調書、障害一時金（保

険給付費）支出調書、障害一時金（特別支給金）支出調書、障害一時金（援護費）

支出調書、遺族一時金（保険給付費）支出調書、遺族一時金（特別支給金）支出

調書、遺族一時金（援護費）支出調書、特別遺族一時金支出調書、葬祭料支出調

書） 

（略） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付種別、科目ごとに支出決定書のタイトルを印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料支出調書」 

 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(38 ﾍﾟｰｼﾞ) 

(6-7)  義肢等補装具費 

(6-7-1) 義肢等補装具費支給決定・支払振込通知書 

イ 様式 

Ａ３縦 外部委託 

ロ 印書内容 

当支払期における義肢等補装具費の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、被災者本人又は遺族の銀行振込以外の支払の場合は労働局へ配信する（共通編「Ⅲ-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

ハ 出力項目の説明 

宛名部分及び(1) 支給決定通知 

出力項目名 出  力  内  容 

（宛先部分） 

送付先住所、氏名 

送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

（補装具費費用請求書入力時に、受取人情報として登録した情報） 

請求人 義肢等補装具費費用請求書の請求人を印書する。 

支給種目 支給種目を印書する。 

承認番号 義肢等補装具を支給決定した承認番号を印書する。 

支給決定額 支給決定した金額を印書する。 

決定理由 支給決定した理由を印書する。 

番号 義肢等補装具費費用請求書のデータ受付番号を印書する。 

労働局名 管轄の労働局名を印書する。 
 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(39 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(2) 支払振込通知 

出力項目名 出  力  内  容 

対象者の氏名 義肢等補装具の受取人氏名を印書する。 

承認番号 義肢等補装具を支給決定した承認番号を印書する。 

支払（振込）金額 支払金額を印書する。 

支給種目 「振込」を印書する。 

振込先金融機関店舗名 振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

預貯金種別 

預金の種類を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

ロ 上段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 
 

 

（新設） 

 



労災保険業務機械処理事務手引（本省業務編）平成 25 年 11 月 5 日改正 新旧対照表 

別添 

（傍線部分は改正箇所） 

19 

改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(39 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

番号 決議書のデータ受付番号を印書する。 

支払年月日 支払予定年月日を印書する。 

（欄外右） 

所在地 

官署名 

管轄の労働局の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

ニ 出力時期 

本省業務課より外部委託にて支払先へ送付する。 

 

ホ 事務処理 

住所情報がシステム未入力だった場合、住所情報の印字がシステムではできないため、本省業務課では管轄の労働局に

住所情報を確認し、記載後送付すること。 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(41 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(6-7-2) 義肢等補装具費支払振込通知書 

イ 様式 

はがき横 外部委託 

ロ 印書内容 

当支払期における義肢等補装具費の支払金額等を受取人向けに印書する。 

ただし、当地払い、外国送金の支払の場合は労働局へ配信する（共通編「Ⅲ-3-(5) 支払振込通知書」参照）。 

また、被災者本人、遺族への銀行振込の支払において支給決定通知書・支払振込通知書を一本化し同時に発送できない

事案の場合、支給決定・支払振込通知書を本省から送付する（「(6-7-1) 義肢等補装具費支給決定・支払振込通知書」参照）。 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

対象者の氏名 受取人の氏名を印書する。 

承認番号 義肢等補装具を支給決定した承認番号を印書する。 

支払（振込）金額 支払金額を印書する。 

支給種目 支給種目を印書する。 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(41 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

備考 

イ 上段の位置 

支払方法を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込」 

３ ………………………………………………………… 「当地」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ロ 上段の位置 

追給の場合、「追給」を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、以下の

内容を印書する。 

１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

番号 決議書のデータ受付番号を印書する。 

（欄外右） 

送付先住所、氏名 
義肢等補装具費費用請求書に記載した送付先の郵便番号、住所及び氏名を印書する。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(42 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払年月日 

支払予定年月日を印書する。 

イ 支払方法が銀行振込の場合は、支払予定年月日を印書する。 

ロ 上記以外の場合は、「   年 月 日」を印書する。 

所在地 

局名 
管轄の労働局の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

 ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で被災労働者本人又は、遺族に支払われるものは、本省業務課より外部委託に

て支払先へ送付する。それ以外のものは、各監督署へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

労働局に配信された支払振込通知書については、請求書、決議書等及び「支払予定一覧」を照会・確認し、送付先の住

所、氏名及び日付を記入して支払先へ送付すること。 

なお、本省から送付する分について住所情報がシステム未入力だった場合、住所情報の印字がシステムではできないた

め、本省業務課では管轄の労働局に住所情報を確認し、記載後送付すること。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(43 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 ヘ 印書例 

 (ｲ) 表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 裏面 

        

 

（新設） 

 

官署支出官　厚生労働省労働基準局長

振 込 通 知

　表記の支払金額をご指定の金融機関の預貯金口座に
振込みの手続をしましたので通知します。

官署支出官

厚生労働省

労働局長印
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(44 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(6-7-3)  受任者支払振込通知書(義肢等補装具費) 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 外部委託 

 

ロ 印書内容 

受任者支払振込通知書は、口座明細表の出力の際、義肢等補装具業者への受任者払の支払データがある場合に支払明細

を印書する。 

ただし当地払い、外国送金の支払いの場合は、労働局へ支払振込通知書を配信する（共通編「Ⅲ-3-(5) 支払振込通知書」

参照）。 

義肢等補装具費費用請求書の入力で、以下の項目が全て一致したものを同一の義肢等補装具業者と自動的に判断し、集

約して出力する。 

管轄労働局、受取人名称・名前、受取人住所、支払方法、金融機関コード、口座番号 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(44 ﾍﾟｰｼﾞ) 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

郵便番号、所在地 

宛名 

義肢等補装具業者の宛先情報を印書する。 

（補装具費費用請求書入力時に、受取人情報として登録した情報） 

振込先金融機関 

店舗名 
支払方法が銀行振込の場合、振込先の金融機関名、店舗名を印書する。 

預貯金種別 

支払方法が銀行振込の場合、預金の種類を登録されているコードに基づき、以下の内容を印書

する。１ …………………………………………………………… 「普通預金」 

３ …………………………………………………………… 「当座預金」 

所在地、局名 管轄の労働局の所在地、名称及び電話番号を印書する。 

労働局名 管轄の労働局名を印書する。 

支払方法 

以下の該当する支払方法を印書する。 

１ ………………………………………………………… 「振込払」 

３ ………………………………………………………… 「当地払」 

７ ………………………………………………………… 「外国送金」 

ページ 支払方法ごとに通しページを印書する。 

労働者の氏名 

被災労働者氏名を印書する。 

被災者氏名漢字が登録されている場合には被災者氏名漢字を印書する。 

被災者氏名漢字が登録されていない場合には被災者氏名カナを印書する。 
 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-4-(6)-(45 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

出力項目名 出  力  内  容 

支払金額 被災労働者への支払金額を印書する。 

支給種目 支給種目を印書する。 

小計 １ページ内の合計件数及び合計金額を印書する。 

合計 同一の義肢等補装具業者に関する合計件数及び合計金額を印書する。 

 

ニ 出力時期 

データ締切処理後、支払方法が銀行振込で支払われるものは、本省業務課より外部委託にて支払先へ送付する。それ以

外のものは、労働局へ配信する。 

 

ホ 事務処理 

印書した内容を確認の上、義肢等補装具業者へ送付すること。 

 

（新設） 

改正後 改正前 
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Ⅰ-4-(6)-(46 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ヘ 印書例 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-5-(1)-(1-3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

５. 支払処理後の事務処理（ＡＤＡＭＳ連携） 

(1) 支出負担行為即支出決定決議書 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

業務種別 「５００」を印書する。 

摘要 

支払予定年月、給付名及び科目名を印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） …… 「葬祭料（葬祭給付）」 

義肢等補装具費 …… 「義肢等補装具の購入費用及び修理費用」 

（略） （略） 

電文通番 ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

 

（略） 

 

 

５. 支払処理後の事務処理（ＡＤＡＭＳ連携） 

(1) 支出負担行為即支出決定決議書 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

業務種別 「５００」を印書する。 

摘要 

支払予定年月、給付名及び科目名を印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） …… 「葬祭料（葬祭給付）」 

 

（略） （略） 

電文通番 ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-5-(2)-(1-3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

５(2) 支払不能一覧 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） …… 「葬祭料（葬祭給付）」 

義肢等補装具費 …… 「義肢等補装具費」 

（略） （略） 

電文通番 ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

５(2) 支払不能一覧 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） …… 「葬祭料（葬祭給付）」 

 

（略） （略） 

電文通番 ＡＤＡＭＳが付与した内容を印書する。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅰ-5-(3)-(1-3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(3) 振込不能未対応リスト 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） …… 「葬祭料（葬祭給付）」 

義肢等補装具費 …… 「義肢等補装具費」 

（略） （略） 

合計 局署ごとの支払不能件数を印書する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 振込不能未対応リスト 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

処理年月日 当リストを作成した年月日を印書する。 

給付区分 

該当データの給付名及び科目名を印書する。 

（略） 

葬祭料（給付） …… 「葬祭料（葬祭給付）」 

 

（略） （略） 

合計  局署ごとの支払不能件数を印書する。 
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改正後 改正前 

Ⅰ-5-(5)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

葬祭料 
葬祭料（葬祭給付）における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

補装具費 
義肢等補装具費における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

合計 該当の労働局における支払不能件数合計を印書する。 

 

 

 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

葬祭料 
葬祭料（葬祭給付）における支払不能件数を印書する。 

なお、最終行に全国計の支払不能件数を印書する。 

合計 該当の労働局における支払不能件数合計を印書する。 
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改正後 改正前 

Ⅰ-9-(1)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

義肢等補装具費 ……… 「義肢等補装具の購入費用及び修理費用」 

（略） （略） 
 

 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

タイトル 

給付名を印書する。 

療養の費用 …………… 「療養（補償）給付たる療養の費用の支給」 

休業（補償）給付 …… 「休業（補償）給付」 

介護（補償）給付 …… 「介護（補償）給付」 

アフターケア通院費 … 「アフターケア通院費支給」 

傷病一時金 …………… 「傷病（補償）一時金」 

障害一時金 …………… 「障害（補償）一時金」 

遺族一時金 …………… 「遺族（補償）一時金」 

特別遺族一時金 ……… 「特別遺族一時金」 

葬祭料（給付） ……… 「葬祭料（葬祭給付）」 

 

（略） （略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-2-(9)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

（９）第三者行為災害債権 

第三者行為災害債権の留意事項を以下に示す。 

（イ）第三者行為災害における求償情報（債務者・債権）の登録 

   労働局で第三者行為災害債権確認書を入力する。なお、第三者行為

災害債権確認書の入力については、共通編「Ⅳ-４-（５）第三者行為

災害債権確認書の入力」を参照すること。 

   また、第三者行為災害における求償情報は、被災者に紐付けされる。

当該被災者に紐付いている第三者行為災害における求償情報は、被災

者検索画面から参照可能である。 

（ロ）システム化範囲 

債務者（第二当事者）情報及び求償金額をシステムに登録し、ＡＤ

ＡＭＳ端末から債務者及び債権を登録する事務を軽減するためのタン

キングデータを作成する機能がシステム化されている。 

なお、ＡＤＡＭＳ端末用タンキングデータは、他の労働局管理の債

務者及び歳入金債権とあわせて作成される。ＡＤＡＭＳ端末用タンキ

ングデータについては、「Ⅱ_4_（3）_ＡＤＡＭＳ端末用タンキングデ

ータ作成」を参照すること。 

（ハ）債権種類・管理について 

   第三者行為災害債権は、労働局管理の歳入金債権（損害賠償金債権）

となる。歳入金債権の留意事項については、「Ⅱ_2_（8）_歳入金債権」

を参照すること。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-6-(1)-(2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

（略） 

入力項目名 

③ 債務者区分 

1 

(被災

者) 

2 

(指定

医療機

関) 

3 

(指名 

機関) 

4 

(事業

主) 

5 

(小口 

融資) 

※３ 

6 

(二次健診

受診者) 

※３ 

7 

(年金・一

時金受給

資格者) 

9 

(その

他) 

※３ 

A 

(第三者行

為災害第二

当事者) 

①データ受付

番号 

②追回番号 

※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ 

④被災者番号  × × × × × × × × 

⑤健康管理 

手帳番号 
※２ × × × × × × × × 

⑥指定医療 

機関番号 
×  × × × × × × × 

⑦指定指名 

機関番号 
× ×  × × × × × × 

⑧労働保険 

番号 
× × ×  × × × × × 

⑨年金証書 

番号 

 

× × × × × ×  × × 

⑩受給権者 

枝番 
× × × × × ×  × × 

⑪債務者名 

（カナ） 
× × × × × × ×   

 

 

（略） 

入力項目名 

③ 債務者区分 

1 

(被災

者) 

2 

(指定

医療機

関) 

3 

(指名 

機関) 

4 

(事業

主) 

5 

(小口 

融資) 

※３ 

6 

(二次健診

受診者) 

※３ 

7 

(年金・一

時金受給

資格者) 

9 

(その他) 

※３ 

①データ受付

番号 

②追回番号 

※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ 

④被災者番号  × × × × × × × 

⑤健康管理 

手帳番号 
※２ × × × × × × × 

⑥指定医療 

機関番号 
×  × × × × × × 

⑦指定指名 

機関番号 
× ×  × × × × × 

⑧労働保険 

番号 
× × ×  × × × × 

⑨年金証書 

番号 

 

× × × × × ×  × 

⑩受給権者 

枝番 
× × × × × ×  × 
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改正後 改正前 

 

(注) ×…入力不可。 空欄…必要に応じて入力する。 

  ※１ 追回番号を指定する場合、データ受付番号も入力する。③以降の他の

項目は入力できない。 

  ※２ 当該被災者のアフターケア委託費・通院費の支払がある場合のみ入力

可能。 

  ※３ 債務者区分を”5”小口融資・”6”二次健診受診者のいずれかを選択した場

合、他の項目は入力できない。 

 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局において請求書類のＯ

ＣＲ入力を行い、データ締切日にシステムにて支払計算処理を行う。 

 (ﾍ)義肢等補装具業者への支払 

請求人への振込払いと同様に、データ締切日に支払計算処理を行い、

データ締切日翌日以降に支払データをＡＤＡＭＳに登録する。支払金額

を印書した「支払振込通知書」を送付する。 

 

 

(注) ×…入力不可。 空欄…必要に応じて入力する。 

  ※１ 追回番号を指定する場合、データ受付番号も入力する。③以降の他の

項目は入力できない。 

  ※２ 当該被災者のアフターケア委託費・通院費の支払がある場合のみ入力

可能。 

  ※３ 債務者区分を”5”小口融資・”6”二次健診受診者・”9”その他のいずれか

を選択した場合、他の項目は入力できない。 

 

ロ 支払及び通知 

個人等からの請求については、監督署又は労働局において請求書類のＯ

ＣＲ入力を行い、データ締切日にシステムにて支払計算処理を行う。 

 (ﾍ)義肢等補装具業者への支払 

請求人への振込払いと同様に、データ締切日に支払計算処理を行い、

データ締切日翌日以降に支払データをＡＤＡＭＳに登録する。支払金額

を印書した「支払振込通知書」を送付する。 
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改正後 改正前 

Ⅱ-6-(1)-(3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ハ 入力項目の説明 

 

入 力 項 目 入  力  要  領 

①データ受付番号 

②追回番号 

債権発生原因となった請求のデータ受付番

号及び追回番号を入力する。 

 追回番号を指定する場合、データ受付番号

も入力する必要がある。 

 また、データ受付番号・追回番号を指定し

て債務者を検索する場合、他の項目は何も入

力しないこと。 

（略） （略） 

⑪債務者名（カナ） 検索する債務者区分が第三者行為災害第二

当事者、その他の場合、債務者名（カナ）を

入力する。 

 

（略） 

 

 

 

ハ 入力項目の説明 

 

入 力 項 目 入  力  要  領 

①データ受付番号 

②追回番号 

債権発生原因となった請求のデータ受付番

号及び追回番号を入力する。 

 追回番号を指定する場合、データ受付番号

も入力する必要がある。 

 また、データ受付番号・追回番号を指定し

て債務者を検索する場合、他の項目は何も入

力しないこと。 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-6-(1)-(6 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ト 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

債権発生原因 債権確認書の入力時に指定した債権発生原因、

又は、債務者登録票の入力時に指定した不正受給

コードから設定される値を出力する。 

給付種別 債権発生原因となった支払の給付種別のコー

ド値を出力する。 

01 療養（補償）給付たる療養の給付 

02 療養（補償）給付たる療養の費用 

03 休業（補償）給付 

04 介護（補償）給付 

05 二次健康診断等給付 

06 アフターケア委託費 

07 アフターケア通院費 

10 傷病（補償）年金 

11 障害（補償）給付 

12 遺族（補償）給付 

13 特別遺族給付 

14 葬祭料（葬祭給付） 

20 義肢等補装具の購入費用及び修理費用 

 

 

 

 

ト 主な出力項目の説明 

出 力 項 目 出  力  要  領 

債権発生原因 債権確認書の入力時に指定した債権発生原因、

又は、債務者登録票の入力時に指定した不正受給

コードから設定される値を出力する。 

給付種別 債権発生原因となった支払の給付種別のコー

ド値を出力する。 

01 療養（補償）給付たる療養の給付 

02 療養（補償）給付たる療養の費用 

03 休業（補償）給付 

04 介護（補償）給付 

05 二次健康診断等給付 

06 アフターケア委託費 

07 アフターケア通院費 

10 傷病（補償）年金 

11 障害（補償）給付 

12 遺族（補償）給付 

13 特別遺族給付 

14 葬祭料（葬祭給付） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-6-(2)-(2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

ロ 入力項目 

本検索は任意の組み合わせで、検索条件を指定することができる。 

入力項目名 債権検索 

①  データ受付番号  

（略） （略） 

⑬ 第三者行為災害求償情報  

(注１) 空欄…必要に応じて入力する。 

 (注２）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 

 

ハ 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

（略） （略） 

③ 給付種別 

債権発生原因となった給付種別をリストから選択す

る。 

01:療養（補償）給付たる療養の給付 

 

（略） 

 

14:葬祭料（葬祭給付） 

20:義肢等補装具の購入費用及び修理費用 
 

 

 

ロ 入力項目 

本検索は任意の組み合わせで、検索条件を指定することができる。 

入力項目名 債権検索 

③  データ受付番号  

（略） （略） 

 

(注１) 空欄…必要に応じて入力する。 

 (注２）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 

 

ハ 主な入力項目の説明 

入 力 項 目 入  力  要  領 

（略） （略） 

③ 給付種別 

債権発生原因となった給付種別をリストから選択す

る。 

01:療養（補償）給付たる療養の給付 

 

（略） 

 

14:葬祭料（葬祭給付） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-6-(2)-(3 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

入 力 項 目 入  力  要  領 

（略） （略） 

⑫ 債権管理場所区分 

検索する債権の管理場所を選択する。 

旧労災行政情報管理システムで発生した債権、

及び、本省振込払い以外の支払（当地払・送金払・

外国送金・国庫内移換・受任者払・未支給金）の支

払に起因する債権は、「地方管理又は不明」となる。 

⑬ 第三者行為災害求

償情報 

第三者行為災害の債権を検索する場合に選択す

る。 

（注）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 

 

 

 

（注）相殺を行うのはアフターケア委託費とアフターケア通院費のみである。 

 

入 力 項 目 入  力  要  領 

（略） （略） 

⑫ 債権管理場所区分 

検索する債権の管理場所を選択する。 

旧労災行政情報管理システムで発生した債権、

及び、本省振込払い以外の支払（当地払・送金払・

外国送金・国庫内移換・受任者払・未支給金）の支

払に起因する債権は、「地方管理又は不明」となる。 
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改正後 改正前 

Ⅱ-8-(10)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

（略） 

 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別 給付種別名及び給付種別内訳を印書する。 

（略） （略） 

債務者情報 

債権情報 

債権の発生原因となった請求・支払等に関する情報を印書する。 

印書項目は以下のとおりであるが、給付の種別や債権発生原因、

債務者の種類により、一部項目のみ印書される。 

 

データ受付番号、追回番号、健康管理手帳番号、労働保険番号、

年金証書番号、給付種別内訳、生年月日、診療年月日、検査年月

日、二次健診受診年月日、傷病年月日、支払年月日、氏名、療養

期間、休業期間、科目名、支払済金額、正当金額、返納金額、支

給種目 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

出力項目名 出  力  内  容 

給付種別 給付種別名及び給付種別内訳を印書する。 

（略） （略） 

債務者情報 

債権情報 

債権の発生原因となった請求・支払等に関する情報を印書する。 

印書項目は以下のとおりであるが、給付の種別や債権発生原因、

債務者の種類により、一部項目のみ印書される。 

 

データ受付番号、追回番号、健康管理手帳番号、労働保険番号、

年金証書番号、給付種別内訳、生年月日、診療年月日、検査年月

日、二次健診受診年月日、傷病年月日、支払年月日、氏名、療養

期間、休業期間、科目名、支払済金額、正当金額、返納金額 

 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-8-(13)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

（略） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

 

（略） （略） 

給 付 種

別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給

付、二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給

付費」、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、

傷病（補償）年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、

アフターケア委託費の債権は、「アフターケア委託費」、

アフターケア通院費の債権は、「アフターケア通院費」、

義肢等補装具費の債権は「補装具等支給費」と印書する。 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

 

（略） （略） 

給 付 種

別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給

付、二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給

付費」、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、

傷病（補償）年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、

アフターケア委託費の債権は、「アフターケア委託費」、

アフターケア通院費の債権は、「アフターケア通院費」

と印書する。 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-8-(14)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給

付、二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給

付費」、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、

傷病（補償）年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、

アフターケア委託費の債権は、「アフターケア委託費」、

アフターケア通院費の債権は、「アフターケア通院費」、

義肢等補装具費の債権は「補装具等支給費」と印書する。 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

給付種別内訳 

回収決議により生じた債権の給付種別内訳を印書する。 

上段：療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給

付、二次健康診断等給付の保険給付費の債権は「保険給

付費」、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料、

傷病（補償）年金で保険給付の債権は「支払保険給付額」、

アフターケア委託費の債権は、「アフターケア委託費」、

アフターケア通院費の債権は、「アフターケア通院費」

と印書する。 

 

（略） 

 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-8-(17)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

項 

 

④ 給付種別がアフターケア委託費・アフターケア通

院費・補装具費の場合、 

歳入外債権部分 

上段：「社会復帰促進等事業費」と印書する。

（中段・下段は空白） 

歳入金債権部分 

上段：「雑収入（社会復帰促進等事業費）」と

印書する。（中段・下段は空白） 

 

（略） （略） 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

（略） （略） 

項 

 

⑤ 給付種別がアフターケア委託費・アフターケア通

院費の場合、 

歳入外債権部分 

上段：「社会復帰促進等事業費」と印書する。

（中段・下段は空白） 

歳入金債権部分 

上段：「雑収入（社会復帰促進等事業費）」と

印書する。（中段・下段は空白） 

 

（略） （略） 

 

（略） 
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改正後 改正前 

Ⅱ-8-(14)-(1 ﾍﾟｰｼﾞ) 

(18) 第三者行為災害債権確認書入力リスト 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

ロ 印書内容 

前回の債権確定月次処理以降に「第三者行為災害債権確認書」が入力された債権について印書する。 

ハ 出力項目の説明 

出力項目名 出  力  内  容 

ヘ

ッ

ダ

部 

処理年月日 債権確認入力リスト出力処理を行った年月日を印書する。 

取得基準年月日 帳票出力対象とする取得基準年月日の期間を印書する。 

局コード 

労働局名 
対象の局コードと労働局名を印書する。 

明

細

部 

第一当事者氏名カナ 

第一当事者氏名漢字 

第一当事者住所 

第三者行為災害債権確認書で登記した第一当事者の氏名・住所を印

書する。ただし、年金受給権者で遺族年金、特別遺族年金、葬祭料の

給付を受けている場合、または住所情報を登録していない場合は、「住

所未登録」と印書する。 

第二当事者氏名カナ 

第二当事者氏名漢字 

第二当事者住所 

第三者行為災害債権確認書で登記した債務者の氏名・住所を印書す

る。 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

 

 

データ受付番号 
第三者行為災害債権確認書を登記した際のデータ受付番号を印書

する。 

求償金額 第三者行為災害債権確認書で登記した債権の求償金額を印書する。 

合計件数 債権の労働局ごとの総件数を印書する。 

合計求償金額 債権の労働局ごとの求償金額の合計を印書する。 

ニ 出力時期 

債権確定月次処理時に、第三者行為災害債権確認書を登記した労働局に配信する。 

ホ 事務処理 

自局で入力した第三者行為災害債権確認書の情報と照合し、過不足や誤りがないことを確認する。 

 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

ⅩⅢ-1-(2)-(1-18 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(2) 出力帳票一覧 

帳票 

種別 帳票ＩＤ 帳票名 略称 
出力 

場所 
出力方式 

CSV 

保存 

手引 

記載 

ページ 

－ KSHFYB01 

診療費支払先

振込不能予定

一覧表 

診療費支払先

振込不能予定

一覧表 

労 働 局

／ 本 省

業務課 

自動配信

／センタ

出力 

 Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSHFYB13 

義肢等補装具

費支払先振込

不能予定一覧 

補装具費支払

先振込不能予

定一覧 

労働局 自動配信  Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSHYTB13 

義肢等補装具

費支払予定一

覧 

補装具費支払

予定一覧 労働局 
コマンド

配信 
○ Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSHJCB84 
義肢等補装具

費支出決定書 

補装具費支出

決定書 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
 Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 

 

 

(2) 出力帳票一覧 

帳票 

種別 帳票ＩＤ 帳票名 略称 
出力 

場所 
出力方式 

CSV 

保存 

手引 

記載 

ページ 

－ KSHFYB01 

診療費支払先

振込不能予定

一覧表 

診療費支払先

振込不能予定

一覧表 

労 働 局

／ 本 省

業務課 

自動配信

／センタ

出力 

 Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ C2301B28 

傷病性質別新

規支払件数表

（別紙） 

傷病性質別新

規支払件数表

（別紙） 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 

○ 

Ⅻ章 
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改正後 改正前 

 

－ KSHJCB85 
義肢等補装具

費支出調書 

補装具費支出

調書 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
 Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSHTTB45 

義肢等補装具

費支払振込通

知書（外部委

託） 

補装具費支払

振込通知書（外

部委託） 

本 省 業

務課 
外部委託  Ⅰ章 

607 KSHTTB46 

義肢等補装具

費支払振込通

知書 

補装具費支払

振込通知書 労働局 自動配信  Ⅰ章 

－ KSHTTB47 

義肢等補装具

費支給決定・

支払振込通知

書（外部委託） 

補装具費支給

決定・支払振込

通知書（外部委

託） 

本 省 業

務課 
外部委託  Ⅰ章 

－ KSHTTB48 

義肢等補装具

費支払振込通

知書（受任者） 

義肢等補装具

費支払振込通

知書（受任者） 

労働局 自動配信  Ⅰ章 

－ KSHTTB49 

義肢等補装具

費支払振込通

知 書 （ 受 任

者・外部委託） 

受任者支払振

込通知(補装具

費・外部委託) 

本 省 業

務課 
外部委託  Ⅰ章 
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改正後 改正前 

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSHGGB29 
補装具費月計

リスト 

補装具費月計

リスト 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
 Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSHGNB44 
補装具費年計

リスト 

補装具費年計

リスト 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
 Ⅰ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSKCAB17 

過誤払金の返

納 に つ い て

(短期・補装具

費 - 返納金) 

過誤払金の返

納について(短

期・補装具費 - 

返納金) 

労 働 局

／ 本 省

業務課 

コマンド

配信 
○ Ⅱ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ KSKABB04 

第三者行為災

害債権確認書

入力リスト 

三者債権確認

書入力リスト 

労働局 
コマンド

配信 
○ Ⅱ章 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ TGSZAB01 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（月次）

（局宛） 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（月次）（局

宛） 

労働局 
コマンド

配信 
○ Ⅲ 
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改正後 改正前 

 

－ TGSZAB02 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（月次）

（本省宛） 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（月次）（本

省宛） 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
○ Ⅲ 

－ TGSZAB03 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（年次）

（局宛） 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（年次）（局

宛） 

労働局 
コマンド

配信 
○ Ⅲ 

－ TGSZAB04 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（年次）

（本省宛） 

義肢等補装具

費受付状況件

数表（年次）（本

省宛） 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
○ Ⅲ 

－ TGSZAB05 
義肢等補装具

費支給一覧表 

義肢等補装具

費支給一覧表 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
○ Ⅲ 

－ TGSKNB09 

業務処理日報

(義肢等補装

具費) 

業務処理日報

(義肢等補装具

費) 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
○ Ⅲ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

－ C2301B28 

傷病性質別新

規支払件数表

（別紙） 

傷病性質別新

規支払件数表

（別紙） 

本 省 業

務課 

コマンド

配信 
○ Ⅻ章 
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改正後 改正前 

ⅩⅤ-1-(1)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(1) 義肢等補装具費受付状況件数表（月次）（本省あて） 

イ 様式汎用紙  

Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

本省における月単位の義肢等補装具費にかかる帳票受付件数を出力する。 

各局の業務種別ごとに帳票種別の合計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

ＯＫ件数 義肢等補装具費に関する帳票種別ごとに帳票が受付られた件数を出力する。 

ＯＫ件数（合計） 受付られた帳票の合計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

対象データが有る場合も無い場合も、月次で第３開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

 

 

（新設） 
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改正後 改正前 

ⅩⅤ-1-(2)-(1,2 ﾍﾟｰｼﾞ) 

 

(2) 義肢等補装具費受付状況件数表（年次）（本省あて） 

イ 様式 

汎用紙 Ａ４横 配信帳票（コマンド配信） 

 

ロ 印書内容 

本省における年単位の義肢等補装具費にかかる帳票受付件数を出力する。 

各局の業務種別ごとに帳票種別の合計を出力する。 

 

ハ 出力項目の説明 

出力項目 出   力   内   容 

ＯＫ件数 義肢等補装具費に関する帳票種別ごとに帳票が受付られた件数を出力する。 

ＯＫ件数（合計） 受付られた帳票の合計を出力する。 

 

ニ 出力時期 

４月第３開庁日のオンライン処理終了後に配信する。 

 

ホ 事務処理 

帳票内容を確認し、適切な処理を実施すること。 

 

（新設） 
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1 

 

改正後 改正前 

（Ⅱ-5-5） 

(1) 就学等援護費申請書 

イ 様式 

 

（Ⅱ-5-5） 

(1) 就学等援護費申請書 

イ 様式 
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2 

 

改正後 改正前 

（Ⅱ-5-11） 

12、21、30 支給区分 

13、22、31 学年区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校等の区分 支給期間 
支給区分 

コード 

学年区分 

コード（注） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

通信制中学校 

（中等教育学校の前期課程及

び特別支援学校の中等部の通

信制課程を含む） 

４年※1 ４ １～９ 

中学校 

（中等教育学校の前期課程及

び盲学校・ろう学校・養護学 

校の中等部、いわゆる夜間中 

学校を含む） 

３年 ５ １～４ 

通信制高等学校 

（中等教育学校の後期課程及

び特別支援学校の高等部の通

信制課程を含む） 

４年※1 ６ １～９ 

高等学校 

①全日制（中等教育学校の後 

期課程及び盲学校・ろう学校 

・養護学校の高等部を含む） 

②定時制 

③専攻科、別科 

 

３年 

 

 

４年 

１～３年 

７ １～５ 

高等専門学校 

工 業 ５年 ７ 

ただし、第４、 

５学年は９ 

１～５ 
商 船 ５年６ヵ月 

専攻科 １～３年 ９ １～６ 

（Ⅱ-5-11） 

12、21、30 支給区分 

13、22、31 学年区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年等の区分 支給期間 
支給区分 

コード 

学年区分 

コード 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（新設）    

中学校 

（盲学校・ろう学校・養護 

学校の中学部、いわゆる夜 

間中学校を含む） 

 

４年 ５ １～４ 

（新設）    

高等学校 

①全日制 

（盲学校・ろう学校・養護 

学校の高等部を含む） 

②定時制 

③専攻科、別科 

 

３年 

 

 

４年 

１～３年 

７ １～４ 

高等専門学校 

工 業 ５年 ７ 

ただし、第４、 

５学年は９ 

１～５ 
商 船 ５６ヵ月 

専攻科 １～３年 ９ １～３ 
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3 

 

改正後 改正前 

（Ⅱ-5-12） 

12、21、30 支給区分 

13、22、31 学年区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 在学する課程に修業年限の定めがある場合は、当該年限による。 

※2「職業訓練法施行規則の一部を改正する省令」（昭和 53年労働省令第 37号） 

附則第２条に規定する第１類の専修訓練課程の普通訓練を受ける者を含む。 

（注）「学年区分コード」は、支給開始年月日時点の学年を記入する。（上 

記の表における学年区分コード欄は入力可能なコードを記載している。） 

 

（Ⅱ-5-19） 

(ﾍ) 年金との関係 

ａ 年金を不支給決定した場合、援護費の請求に対する不支給決定は機械処理では行えないため、 

受付済の場合は受付取消の上、不支給決定通知書を手書きにて作成すること。 

学校等の区分 支給期間 
支給区分 

コード 

学年区分 

コード（注） 

専修学校 

（一般課程の進 

学塾・予備校を 

除く） 

高等課程 

一般課程 
１～５年 ７ １～５ 

専門課程 １～５年 ９ １～６ 

通信制専修学校 

高等課程 

一般課程 
１～５年※1 ６ １～９ 

専門課程 １～５年※1 ８ １～６ 

通信制大学 

①学部 

②短期大学 

③専攻科、別科 

④大学院 

 

 

 

 

 

 

修士課程 

博士前期課程 

博士後期課程 

※1  

４年 

２年又は３年 

１年 

２年 

２年 

３年 

８ １～６ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

公共職業能 

力開発施設 

①普通職業 

訓練 

②高度職業 

訓練 

普 

通 

課 

程 

中卒者 

対象 
１～４年 ７ １～５ 

高卒者 

対象※2 
１～４年 ９ １～６ 

専門課程 

応用課程 
２～４年 ９ １～６ 

職業能力開発大 

学校 

（指導員訓練） 

長期課程 ４年 ９ １～６ 

（Ⅱ-5-12） 

12、21、30 支給区分 

13、22、31 学年区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「職業訓練法施行規則の一部を改正する省令」（昭和 53年労働省令第 37号） 

附則第２条に規定する第１類の専修訓練課程の普通訓練を受ける者を含む 

（注）「学年区分コード」は、支給開始年月日時の学年を記入する。 

 

 

（Ⅱ-5-19） 

(ﾍ) 年金との関係 

ａ 年金を不支給決定した場合は受付入力不可となるため、援護費の請求に対する不支給決定は機 

械処理では行えない。不支給決定通知書については、手書きとなる。 

学年等の区分 支給期間 
支給区分 

コード 

学年区分 

コード 

専修学校 

（一般課程の進 

学塾・予備校を 

除く） 

高等課程 

一般課程 
１～５年 ７ １～５ 

専門課程 １～５年 ９ １～５ 

（新設）     

通信制大学 

①学部 

②短期大学 

③専攻科、別科 

④大学院 

 

 

 

 

 

 

修士課程 

博士前期課程 

博士後期課程 

 

４年 

２年又は３年 

１年 

２年 

２年 

３年 

８ １～６ 

（略） （略） （略） （略） （略） 

公共職業能 

力開発施設 

①普通職業 

訓練 

②高度職業 

訓練 

普 

通 

課 

程 

中卒者 

対象 
１～４年 ７ １～４ 

高卒者 

対象※ 
１～４年 ９ １～４ 

専門訓練課程 ２～３年 ９ １～３ 

職業能力開発大 

学校 

（指導員訓練） 

長期課程 ４年 ９ １～４ 
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改正後 改正前 

（Ⅱ-8-19） 

(2) 定期報告入力票（援護費） 

イ 様式 

 

（Ⅱ-8-19） 

(2) 定期報告入力票（援護費） 

イ 様式 
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改正後 改正前 

（Ⅱ-8-22） 

11、18、25 支給区分 

12、19、26 学年区分 

学校等の区分 支給期間 
支給区分 

コード 

学年区分 

コード（注） 

（略） (略) （略） （略） 

 (略) （略） （略） （略） 

通信制中学校 

(中等教育学校の前期課程及 

び特別支援学校の中等部の通

信制課程を含む) 

4 年※1 4 1～9 

中学校 

(中等教育学校の前期課程及 

び盲学校、ろう学校、養護学 

校の中等部、いわゆる夜間中 

学校を含む) 

3 年 5 1～4 

通信制高等学校 

(中等教育学校の後期課程及 

び特別支援学校の高等部の通

信制課程を含む) 

4 年※1 6 1～9 

高等学校 

①全日制 (中等教育学校の後

期課程及び盲学校、ろう学校、

養護学校の高等部を含む) 

②定時制 

③専攻科、別科 

 

3 年 

 

 

4 年 

1～3年 

7 1～5 

高等専門学校 

工業 5 年 
7 

ただし、第 

4､5学年は 9 

1～5 

商船 5年 6ヵ月 

専攻科 1～3年 9 1～6 

 

 

 

 

 

（Ⅱ-8-22） 

11、18、25 支給区分 

12、19、26 学年区分 

学年等の区分 支給期間 
支給区分 

コード 

学年区分 

コード 

（略） (略) （略） （略） 

（略) (略) （略） （略） 

（新設）    

中学校 

(盲学校、ろう学校、養 

護学校の中等部、いわゆ 

る夜間中学校を含む) 

 

4 年 5 1～4 

（新設）    

高等学校 

①全日制 

(盲学校、ろう学校、養 

護学校の高等部を含む) 

②定時制 

③専攻科、別科 

 

3 年 

 

 

4 年 

1～3年 

7 1～4 

高等専門学校 

工業 5 年 
7 

ただし、第 

4、5学年 

1～5 

商船 5 年 6 ヵ月 

専攻科 1～3年 9 1～3 
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改正後 改正前 

（Ⅱ-8-23） 

11、18、25 支給区分 

12、19、26 学年区分 

学校等の区分 支給期間 
支給区分 
コード 

学年区分 
コード（注） 

専修学校 

(一般課程の進学
塾・予備校を除く) 

高等課程 

一般課程 
1～5年 7 1～5 

専門課程 1～5年 9 1～6 

通信制専修学校 

高等課程 

一般課程 
1～5年※1 6 1～9 

専門課程 1～5年※1 8 1～6 

通信制大学 
①学部 
②短期大学 
③専攻科、別科 
④大学院 
 
 

 
 
 
 
修士課程  
博士前期課程 
博士後期課程 

    ※1 
4 年 

2 年又は 3年 
1 年 
2 年 
2 年 
3 年 

8 1～6 

大学 
 
 
①学部 
 
 
 
 
 
②夜間学部 
 
③短期大学 
 
④専攻科、別科 
 
⑤大学院 

医学部、 
歯学部、 
獣医学部、 
薬学部以外 
 
医学部、 
歯学部、 
獣医学部、 

 薬学部 
 
 
 
 
 
 
修士課程  
博士前期課程 
博士後期課程 

 
4 年 
 
 
 
 

6 年 
 
 

4 年又は 5年 
 
2 年又は 3年 
 

1 年 
 

2 年 
2 年 
3 年 

9 1～6 

公共職業 

能力開発 

施設 

①普通職 

業訓練 

②高度職 

業訓練 

普 

通 

課 

程 

中卒者 
対象 

1～4年 7 1～5 

高卒者 
対象※2 

1～4年 9 1～6 

専門課程 
応用課程 

2～4年 9 1～6 

職業能力開発 
大学校 
（指導員訓練） 

長期課程 4 年 9 1～6 

※1 在学する課程に修業年限の定めがある場合は、当該年限による。 

※2 「職業訓練法施行規則の一部を改正する省令」（昭和 53年労働省令第 37 

号）附則第 2条に規定する第 1類の専修訓練課程の普通訓練を受ける者を含む。 

（注）「学年区分コード」は、支給開始年月日時点の学年を記入する。（上 

記の表における学年区分コード欄は入力可能なコードを記載している。） 

（Ⅱ-8-22～23） 

11、18、25 支給区分 

12、19、26 学年区分 

学年等の区分 支給期間 
支給区分 
コード 

学年区分 
コード 

専修学校 

(一般課程の進学
塾・予備校を除く) 

高等課程 

一般課程 
1～5年 7 1～5 

専門課程 1～5年 9 1～5 

（新設）     

通信制大学 
①学部 
②短期大学 
③専攻科、別科 
④大学院 
 

 

 
 
 
 
修士課程  
博士前期課程 
博士後期課程 

 
4 年 

2 年又は 3年 
1 年 
2 年 
2 年 
3 年 

8 1～6 

大学 
 
 
 
 
 
 
 
 
②夜間学部 
 
③短期大学 
 
④専攻科、別科 
 
⑤大学院 

医学部、 
歯学部、 
獣医学部、 
薬学部以外 
 
医学部、 
歯学部、 
獣医学部、 

 薬学部 
 
 
 
 
 
 
修士課程  
博士前期課程 
博士後期課程 

 
4 年 
 
 
 
 

6 年 
 
 

4 年又は 5年 
 
2 年又は 3年 
 

1 年 
 

2 年 
2 年 
3 年 

9 1～6 

公共職業 

能力開発 

施設 

①普通職 

業訓練 

②高度職 

業訓練 

普 

通 

課 

程 

中卒者 
対象 

1～4年 7 1～4 

高卒者 
対象(注) 

1～4年 9 1～4 

専門訓練課程 
一般課程 

1～3年 9 1～3 

職業能力開発 
大学校 
（指導員訓練） 

長期課程 4 年 9 1～4 

 

(注) 「職業訓練法施行規則の一部を改正する省令」（昭和 53年労働省令第 37 

号）附則第 2条に規定する第 1類の専修訓練課程の普通訓練を受ける者を含む。 

 

 



労災保険業務機械処理事務手引（年金・一時金業務）平成 25年 11月 11日改正 新旧対照表 別添 
（傍線部分は改正箇所、（ ）は掲載ページ）   

7 

 

改正後 改正前 

（Ⅱ-9-72） 

項  目 内          容 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

支給区分 1・2・3 

援護費決議書に印字した支給区分に対応する文言を下記のとおり印字する。 

1 ……………………………………………… 保育所等 

3 ………………………………………………… 小学校 

4 ………………………………………… 通信制中学校 

5 ………………………………………………… 中学校 

6 ………………………………………… 通信制高校等 

7 …………………………………………… 高等学校等 

8 ………………………………………… 通信制大学等 

9 ………………………………………………… 大学等 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ-9-72） 

項  目 内          容 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

支給区分 1・2・3 

援護費決議書に印字した支給区分に対応する文言を下記のとおり印字する。 

1 ……………………………………………… 保育所等 

3 ………………………………………………… 小学校 

（新設） 

5 ………………………………………………… 中学校 

（新設） 

7 …………………………………………… 高等学校等 

8 …………………………………………… 通信制大学 

9 ………………………………………………… 大学等 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 
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改正後 改正前 

（Ⅳ-6-17） 

項  目 内            容 

（略） （略） 

現支給区分 
「保育所等」「小学校」「通信制中学校」「中学校」「通信制高校等」「高等学

校等」のいずれかを印字する。 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

（Ⅵ-(Ⅱ)-76） 

項   目   名 内      容 

差止情報（援護費） 

 （略） （略） 

 支給区分 支給区分のコードを出力する。 

  ・「1」 ・・・ 保育所等 

  ・「3」 ・・・ 小学校 

・「4」 ・・・ 通信制中学校 

  ・「5」 ・・・ 中学校 

・「6」 ・・・ 通信制高校等 

  ・「7」 ・・・ 高等学校等 

  ・「8」 ・・・ 通信制大学等 

  ・「9」 ・・・ 大学等 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 

 

 

 

 

（Ⅳ-6-17） 

項  目 内            容 

（略） （略） 

現支給区分 
「保育所等」「小学校」「中学校」「高等学校等」のいずれかを印字する。 

 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

 

（Ⅵ-(Ⅱ)-76） 

項   目   名 内      容 

差止情報（援護費） 

 （略） （略） 

 支給区分 支給区分のコードを出力する。 

  ・「1」 ・・・ 保育所等 

  ・「3」 ・・・ 小学校 

（新設） 

  ・「5」 ・・・ 中学校 

（新設） 

  ・「7」 ・・・ 高等学校等 

  ・「8」 ・・・ 通信制大学 

  ・「9」 ・・・ 大学等 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 
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改正後 改正前 

（Ⅵ-(Ⅱ)-93） 

ロ 出力項目の説明 

項   目   名 内      容 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

受給資格者・援護費対象者数 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 援護費支給区分 

対象者が援護費資格者である場合（失格者は除く）に、支給区分（1、

3、4、5、6、7、8、9）を出力する。支給終了又は援護費転帰である場

合に、「支給終了・転帰」を出力する。 

 （略） （略） 

 

（Ⅶ-30） 

メッセージ ID メッセージ文字列 

～ 

 

EN_00843 （略） 

EN_00844 
(EN_00844) 平成 20年 3月以前は通信制大学等の適用はありません。 

支給開始年月は平成 20年 4月以降の年月で入力してください 

EN_00845 （略） 

～ 

 

 

 

 

 

 

（Ⅵ-(Ⅱ)-93） 

ロ 出力項目の説明 

項   目   名 内      容 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

受給資格者・援護費対象者数 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 （略） （略） 

 援護費支給区分 

対象者が援護費資格者である場合（失格者は除く）に、支給区分（1、

3、5、7、8、9）を出力する。支給終了又は援護費転帰である場合に、「支

給終了・転帰」を出力する。 

 （略） （略） 

 

（Ⅶ-30） 

メッセージ ID メッセージ文字列 

～ 

 

EN_00843 （略） 

EN_00844 
(EN_00844) 平成 20年 3月以前は通信制大学の適用はありません。 

支給開始年月は平成 20年 4月以降の年月で入力してください 

EN_00845 （略） 

～ 
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改正後 改正前 

（Ⅶ-31） 

メッセージ ID メッセージ文字列 

～ 

 

EN_00902 （略） 

EN_00903 
(EN_00903) 平成 25 年 3 月以前は通信制高校等の適用はありません。支給開始年月は平成 25

年 4月以降の年月で入力してください。 

EN_00904 （略） 

 

（Ⅶ-32） 

メッセージ ID メッセージ文字列 

EN_00905 
(EN_00905) 平成 25 年 3 月以前は通信制中学校の適用はありません。支給開始年月は平成 25

年 4月以降の年月で入力してください。 

EN_10001 （略） 

～ 

 

 

（別紙 8） 

別紙 5【通常の支給終了（予定）年月】 

 

 

支給区分 通常年齢 
学年区分 

(年齢) 
通常の支給終了(予定)年月 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

4：「通信制中学校」 12～15歳 

1 (請求年度+2)年度の 3 月 

2 (請求年度+1)年度の 3 月 

3～9 

 

(請求年度+0)年度の 3 月 

（略） （略） （略） （略） 

6：「通信制高校等」 15～18歳 

1 (請求年度+2)年度の 3 月 

2 (請求年度+1)年度の 3 月 

3～9 

 

(請求年度+0)年度の 3 月 

（略） （略） （略） （略） 

8：「通信制大学等」 18～30歳 

1 (請求年度+3)年度の 3 月 

2 (請求年度+2)年度の 3 月 

3 (請求年度+1)年度の 3 月 

4 (請求年度+0)年度の 3 月 

5 (請求年度+1)年度の 3 月 

6 (請求年度+0)年度の 3 月 

（略） （略） （略） （略） 

（Ⅶ-31） 

メッセージ ID メッセージ文字列 

～ 

 

EN_00902 （略） 

（新設） 
 

 

EN_00904 （略） 

 

（Ⅶ-32） 

メッセージ ID メッセージ文字列 

（新設） 
 

 

EN_10001 （略） 

～ 

 

 

（別紙 8） 

別紙 5【通常の支給終了（予定）年月】 

 

 

支給区分 通常年齢 
学年区分 

(年齢) 
通常の支給終了(予定)年月 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（新設）    

（略） （略） （略） （略） 

（新設）    

（略） （略） （略） （略） 

8：「通信制大学」 18～30歳 

1 (請求年度+3)年度の 3 月 

2 (請求年度+2)年度の 3 月 

3 (請求年度+1)年度の 3 月 

4 (請求年度+0)年度の 3 月 

5 (請求年度+1)年度の 3 月 

6 (請求年度+0)年度の 3 月 

（略） （略） （略） （略） 
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参考 

 

該当頁 改訂後 現行 

 

2－17 

 

項目 内容 

前々々年度～

前年度 

確定保険料

額・非業災減

確定保険料額 

「上段」 一括有期事業の場合、各年度ごとの確定保

険料の額を印書する。 

「下段」 各年度ごとの調整前確定保険料の額（非業

災減）を印書する。 

 

 

項目 内容 

前々々年度確定保 

険料額 非業災減

確定保険料額 

 

前々年度確定保険 

料額 非業災減確

定保険料額 

 

前年度確定保険料 

額 非業災減確定

保険料額 

「上段」 一括有期事業の場合、各年度ごとの確定保

険料の額を印書する。 

「下段」 各年度ごとの調整前確定保険料の額（非業

災減）を印書する。 

 

 

 

2－17 

 

項目 

番号 

項目 内容 

17 事業場名称 継続メリット制適用事業場の事業場名

称を漢字またはカナで印書する。 

 

 

 

なし 

 

 

 


